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鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

（名称） 

第１条 この会議は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の９に基づく大規模

氾濫減災協議会として組織することとし、「鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減

災対策協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により鬼怒川下流域において大規模な

浸水被害が発生したことを踏まえ、市町、県、河川管理者等が連携・協力して、減災の

ための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、

鬼怒川・小貝川上流域において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に

備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とする。 

（協議会の対象河川） 

第３条 協議会は、下館河川事務所が管理する別表１の河川を対象とする。 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

（幹事会の構成） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

３の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第６条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 

資料 1 
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三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同

点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、関東地方整備局下館河川事務所で行う。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１１条 本規約は、平成２８年６月１３日から施行する。 

          平成２９年５月３０日 改定 

          平成３０年５月３０日 改定 

          令和３年２月１９日 改定 

          令和６年６月５日 改定 

          令和７年２月１９日 改定 

          令和７年６月３０日 改定 
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別表２ 

宇都宮市長 

小山市長 

真岡市長 

矢板市長 

さくら市長 

下野市長 

上三川町長 

益子町長 

芳賀町長 

塩谷町長 

高根沢町長 

栃木県知事 

日本貨物鉄道株式会社 安全推進部長 

東武鉄道株式会社 安全推進部長 

真岡鐵道株式会社 代表取締役社長 

野岩鉄道株式会社 常務取締役 鉄道部長 

気象庁 宇都宮地方気象台長 

気象庁 水戸地方気象台長 

国土交通省 国土地理院 関東地方測量部長 

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所長 

国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所長 
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別表３ 

宇都宮市 行政経営部 危機管理課長 

小山市 総務消防本部 危機管理課長 

真岡市 市民生活部 市民生活課長 

矢板市 市民生活部 生活環境課長危機対策班長 

さくら市 総合政策部 総務課長 

下野市 市民生活部 安全安心課長 

上三川町 総務課長 

益子町 総務部 総務課長 

芳賀町 総務企画部 総務課長 

塩谷町 くらし安全課長 

高根沢町 地域安全課長 

栃木県 危機管理防災局県民生活部 危機管理課長補佐 

栃木県 県土整備部 河川課 県土防災対策班長 

日本貨物鉄道株式会社 安全推進部 副部長 

東武鉄道株式会社 安全推進部 課長 

真岡鐵道株式会社 事業部 事業部長 

野岩鉄道株式会社 鉄道部 次長運輸課 営業課長 兼 運輸課長 

気象庁 宇都宮地方気象台 防災管理官 

気象庁 水戸地方気象台 防災管理官 

国土交通省 国土地理院 関東地方測量部 防災課長 

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 副所長（技術） 

国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 副所長（技術） 
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⼯夫の取組紹介

構成員 基盤等の整備
ハザードマップの

作成等
⽔防活動の実施及び

⽔防体制の強化
避難指⽰の発令に着⽬したタ

イムラインの作成
防災教育・防災

知識の普及
共助の仕組み強化 タイムラインに基づく⾸⻑等

も参加した実践的な訓練
災害を我がことと考えるた

めの取組
その他

宇都宮市

情報伝達体制の強化を図る
ため防災ラジオの普及促進
を図っており、広報紙や地
域の⽅々が集まる会議や出
前講座等の機会を活⽤し、
着実に利⽤者が増加してい
る。

・洪⽔・内⽔・⼟砂災害・
ため池の各種ハザード情報
や避難⾏動や事前の備えな
どの防災情報を統合した
「宇都宮市防災ハザード
マップ」（紙版）を作成、
市内全⼾に配布
・スマートフォン等によ
り、最寄りの避難場所まで
のルート案内が可能なWeb
版ハザードマップを構築

６種の⽔防⼯法（⽊流し・
シート張り・積⼟のう，五
徳縫い・折り返し・⽉の
輪）の⽔防訓練を実施。技
術の伝承を図ったほか，内
⽔氾濫を想定したボートに
よる救出訓練やプランター
等を活⽤した簡易⽔防⼯法
など実践的な訓練を⾏っ
た。

⼩⼭市

⽔防活動を⽀援するための
⽔ 防 資 機材 等の 配備 とし
て、ドローン操縦資格及び
⼩型船舶操縦⼠（船外機付
き救命ボート⽤）の増強

⽔防活動の指揮系統の確認
及び⽔防⼯法の技術継承を
図るとともに、⽔防関係機
関との緊密な連携と地域住
⺠の協⼒体制の確保を⾏
い、⽔防訓練を実施

⼩学校の児童を対象に、市
の教育委員会が講師となり
防災体験学習「防災カード
ゲーム」、避難所開設体
験、⾮常⾷体験を実施

浸⽔想定区域内の⼩学校の
児童を対象にマイ・タイム
ライン作成講座を実施

真岡市
防災リーダー養成研修の課
程においてマイタイムライ
ン作成講座を実施

⽮板市
出前講座等を活⽤したマ
イ・タイムライン講習会の
実施

さくら市
⾃主防災組織の設⽴、活動
⽀援補助⾦

⼩学校における防災教室
「浸⽔想定電柱の確認」、
「避難所⽤パーテーショ
ン・簡易トイレ体験」を実
施

取組について

第１１回 ⻤怒川・⼩⾙川上流域⼤規模氾濫に関する減災対策協議会
第１１回 ⻤怒川・⼩⾙川下流域⼤規模氾濫に関する減災対策協議会

資料２－１
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構成員 基盤等の整備
ハザードマップの

作成等
⽔防活動の実施及び

⽔防体制の強化
避難指⽰の発令に着⽬したタ

イムラインの作成
防災教育・防災

知識の普及
共助の仕組み強化 タイムラインに基づく⾸⻑等

も参加した実践的な訓練
災害を我がことと考えるた

めの取組
その他

下野市
防災ラジオの有償配布、80
歳以上の⽅は申請により無
償配布

R３年８⽉に改訂した洪⽔
ハザードマップの窓⼝にお
ける配布・ホームページで
の公開、出前講座等を実施
し、普及啓発活動を実施
（17件 486名を対象に講
話）

市内の⼩学⽣を対象に防災
教育として「親⼦避難所宿
泊体験」を実施

上三川町
⼩学⽣を対象とした避難所
開設訓練を実施

各種団体や地域住⺠に対
し、⽔防災に関する説明
会、マイ・タイムライン作
成講座を実施

益⼦町
R5年に改訂した防災マップ
を⽤いた防災講和を実施

⾃主訓練時や町防災訓練時
において、消防団における
⾒回りや危険箇所の確認、
災害時における⽔防体制の
確認を実施

防災知識に精通した講師を
招き、防災講演会を開催予
定（2025年3⽉）

防災訓練時や防災講演会に
おいて、共助に対する啓発
を実施

防災訓練において実際の災
害を想定した訓練により住
⺠が災害について我がこと
と考える機会を設けた

引き続き排⽔施設の情報共
有等について取り組みを続
けていく。

芳賀町

町内の⾃主防災組織と合同
で防災訓練を実施。各⾃主
防災組織は避難⾏動要⽀援
者名簿を利⽤した避難誘導
などの地域の実情に応じた
訓練を⾏った。

塩⾕町
スマートフォンアプリ、防
災メールへの情報配信

⼥性団体連絡協議会の集ま
りの際に、町の防災態勢を
含めハザードマップの解説
の場を設けた。

関係機関と重要⽔防箇所の
合同点検の実施

⾼根沢町
避難⾏動要⽀援者に対して
個別受信機を無償貸与し、
避難⾏動を促進

マイスターのマイ・タムラ
インリーダーが講師とな
り、町内の⼩中学⽣を対象
にマイ・タムライン作成講
座を７回実施

7



構成員 基盤等の整備
ハザードマップの

作成等
⽔防活動の実施及び

⽔防体制の強化
避難指⽰の発令に着⽬したタ

イムラインの作成
防災教育・防災

知識の普及
共助の仕組み強化 タイムラインに基づく⾸⻑等

も参加した実践的な訓練
災害を我がことと考えるた

めの取組
その他

古河市

⽔害を想定し浸⽔想定区域
内から区域外の避難先まで
避難をする、実動型の「古
河市地域防災訓練」を実
施。
⾃治会協⼒のもと、避難⾏
動要⽀援者を対象としたバ
ス避難訓練・訓練参加者⾃
⾝の⾞で実際に避難をおこ
なう⾃家⽤⾞避難訓練等実
施。

結城市

⾃主防災会を対象にマイ・
タイムライン作成の出前講
座を実施し、防災意識の普
及啓発を図った

浸⽔想定区域内の⾃主防災
会を対象とした避難訓練
後、マイタイムラインの作
成講習会を実施

⻤怒川の増⽔等により、排
⽔樋管(⽔⾨)閉鎖時の内⽔
排除に万全を期するため、
排⽔ポンプ⾞を導⼊し、操
作訓練を実施

⿓ケ崎市

⿓ケ崎消防署・⿓ケ崎市消
防団・市役所が連携し、⿓
ケ崎市役所駐⾞場にて浸⽔
被害発⽣時の⽔のう設置⼿
順を確認する「⽔のう設置
訓練」を実施

下妻市
⼩学⽣及び保護者に対し
て、マイ・タイムライン作
成講座を実施

総合防災訓練に併せて、⾃
主防災組織を対象に避難所
までの避難訓練を実施

⼩⾙川浸⽔想定区域内住⺠
を対象とした⽔害対応避難
訓練を実施。避難誘導には
消防団員の協⼒を得て、避
難所ではアプリによる受付
を試験的に実施。

常総市

・中学⽣が考えた⽔防災に
まつわるクイズで⼩学⽣と
楽しく⽔防災について学ぶ
防災クイズ⼤会を実施
・市内⼩学校でマイタイム
ライン作成講座をR2年度よ
り継続実施

在留外国⼈の中でリーダー
となり得る⽅を対象にマ
イ・タイムラインの作成と
避難の体験をセットで学ぶ
講習会を開催

8



構成員 基盤等の整備
ハザードマップの

作成等
⽔防活動の実施及び

⽔防体制の強化
避難指⽰の発令に着⽬したタ

イムラインの作成
防災教育・防災

知識の普及
共助の仕組み強化 タイムラインに基づく⾸⻑等

も参加した実践的な訓練
災害を我がことと考えるた

めの取組
その他

取⼿市
市内⼩学校でマイ・タイム
ライン作成講座を実施

つくば市

洪⽔浸⽔想定区域内の区会
に対し、地区防災計画の作
成⽀援を⾏うとともに、住
⺠参加の避難訓練を実施

⽔防災に関する啓発イベン
トでパネル展⽰を実施

守⾕市
⼩学４年⽣へ交通防災課職
員による防災授業を実施

筑⻄市
筑⻄市（下館⻄中学校区）
洪⽔ハザードエリアを対象
とした防災訓練を実施

坂東市

出前講座で、⾃治会や企業
への学習会、学校の授業、
⼦供会やPTA活動の⼀環と
して、マイ・タイムライン
作成講座を実施

つくばみらい市
消防庁語り部プロジェクト
を活⽤した「つくばみらい
市防災講演会」を実施

全市⺠に防災⾏政無線及び
防災アプリ等にて周知を⾏
い、避難⾏動の確認、避難
訓練を実施。
市は災害警戒本部及び情報
共有室を設置し、仮想の被
害情報を付与することによ
る図上訓練を実施

マイ・タイムライン作成講
座及び防災講座等の実施

⼋千代町
マイ・タイムラインを中⼼
とした防災講座の実施

利根町

広域避難訓練を実施し、住
⺠への周知を図る。マイ・
タイムライン講習会受講後
に，避難ルートの確認を
⾏った

⽔防災に関する説明会や、
住⺠の⽅々を対象としたシ
ンポジウム等の開催を実施

9



第１１回 鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
第１１回 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

令和６年度の取組及び今後の取組について

資料２－２
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●防災ラジオの整備

令和６年度の取組状況

宇都宮市

○ 情報伝達体制の強化を図るため，令和元年６月から防災ラジオの運用を開始しており，
令和６年度についても広報紙や地域の方々が集まる会議や出前講座等の機会を活用し，普及
促進を図っており，着実に利用者が増加している。

11



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

●各種水害リスク情報を統合したハザードマップの作成
✓宇都宮市防災ハザードマップの作成

宇都宮市

令和６年度の取組状況

〇 「洪水」・「内水」・「土砂災害」・「ため池」の各種ハザード情報や，避難行動や事前の備えなどの
防災情報を統合した「宇都宮市防災ハザードマップ」（紙面版）を作成し，市内全戸・全事業所に
配布した。

また，スマートフォン等により，各種ハザード情報が確認でき，最寄りの避難場所までのルート
案内が可能なWEB版ハザードマップを構築した。

冊子版

来年度以降に実施予定の取組内容

〇市全域に大きな影響を与える情報の追加・変更等が生じない限りは，概ね５年に１度の改訂を行う

ＷＥＢ版

＜役割＞
日頃から自宅周辺の災害
リスクを確認し，いざという
時に慌てず避難行動がとれ
るよう，「マイ・タイムライン」
の作成など事前の備えに
活用

＜役割＞
平時の利用はもとより，
災害時に外出先の市民や
観光客等がスマートフォンな
どから現在地の災害リスク
を確認し，迅速な避難行動
を促す

12



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

●ハザードマップ等を活用した水害リスクの事前周知
✓様々な機会を捉えた周知・啓発の実施

宇都宮市

令和６年度の取組状況

〇 激甚化・頻発化する豪雨災害に対し，市民が水害リスクに関する知識を深め，事前の備えや
災害時においても適切な避難行動が取れるよう，オープンハウスの開催や地区別説明会，市内
図書館と連携した企画展を開催するなど様々な機会を捉えた周知・啓発を実施し，市民の防災意識
の更なる醸成に努めた。

2024年 7月 ～ 9月 総合治水・雨水対策に関するオープンハウス
（市役所本庁舎，商業施設３箇所）

2024年 10月 ～ ハザードマップの使い方等に関する地区別説明会
2024年 12月 ～ 防災に関する企画展（市立図書館５箇所）

商業施設におけるオープンハウス 防災に関する企画展地区別説明会

来年度以降に実施予定の取組内容

〇令和７年度も引き続き，様々な機会を捉えた周知・啓発を実施
13



２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

●水防訓練の実施

宇都宮市

令和６年度の取組状況

消防職・団員の水防技術の向上や関係機関との連携強化を図るとともに，市民の水防に
対する理解を深めることを目的とし，令和６年５月１１日（土）に水防訓練を実施した。

６種の水防工法（木流し・シート張り・積土のう，五徳縫い・折り返し・月の輪）を実施し，技
術の伝承を図ったほか，内水氾濫を想定したボートによる救出訓練やプランター等を活用
した簡易水防工法など実践的な訓練を行った。

14



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

避難確保計画作成

宇都宮市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

ハザードマップ内の要配慮者施設の避難確保計画の作成・更新依頼，とりまとめ
【子ども政策課】
田川流域 ４施設
鬼怒川流域 ２施設

【保育課】
田川流域 ８施設
鬼怒川流域 １施設

既存の対象施設に対して避難確保計画の更新を依頼
ハザードマップ更新に伴い，新たに対象となった施設に対して避難確保計画の作成を依頼

15



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●水防活動を支援するための水防資機材等の配備（新技術活用も含め）及び適切な管理
・水防活動を支援するための水防資機材等の配備や新技術の活用検討、配備後の適切な管理を実施

令和６年度の取組状況

小山市

来年度以降に実施予定の取組内容

・ドローン操縦資格及び小型船舶操縦士（船外機付き救命ボート用）の増強

・水防資機材を適正に維持管理する。
・土のう備蓄数の確保
・ドローンの技術力向上訓練及び定期的な河川調査
・資格及び免許取得費用の確保

・ドローン操縦資格４名取得

・小型船舶操縦士免許２名取得

16



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

小山市

令和６年度の取組状況

●小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート
・ 小中学生を対象に防災教育の実施や授業への組込みの際のへのサポートを実施

講話や体験活動を通して、子どもたちの防災への意識を高め、自分の命を守るとともに助け合い協力して活動するこ
との大切さを学んでもらうことを目的に、過去に水害を受けた経験のある地域の小学校を会場に防災体験学習を実施
した。

【期日】令和６年１１月９日（土） 小山市立羽川西小学校 【参加者】４～６年の希望する児童及び保護者 ２３名

【活動内容】 講師：小山市教育委員会教育総務課職員及び小山市総務部危機管理課職員

パーティション設置体験 非常食体験簡易トイレ組立体験

（１）防災講話「災害から命を守るために
～災害時の対応と災害への備え～」

（２）避難所開設体験
★パーティション設置
★簡易トイレ組立

（３）防災体験学習
★防災カードゲーム

（４）非常食体験
★非常食の実食体験

来年度以降に実施予定の取組内容

浸水想定区域内の小学校を中心に選定し、引き続き、児童を対象に防災体験学習を実施する。 17



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●マイ・タイムライン作成講座の実施
・マイタイムライン・作成講座の実施

小山市

令和６年度の取組状況

令和６年度から、出前講座のメニューとして「マイタイムラインをつくろう」を追加した。
各児童の⾃宅の場所に応じたマイタイムラインの作成を通して、水防災への意識を⾼め、⾃分
や家族の命を守ることの⼤切さを学んでもらうことを目的に、浸水想定区域内の小学校の児童
を対象にマイタイムライン作成講座を実施した。

【期日】令和６年９月２５日（水） 【会場】小山市立小山第一小学校

【参加者】６年生の児童 ５８名 【活動内容】 講師：小山市役所総務部危機管理課職員

CCTV画像にて増水の様子を視覚的に説明 ↓ 前面スライドにて水害の危険性を把握 ↓

浸水想定区域内の小学校を中心にマイタイムライン作成講座
の取組を進め、最終的に市内全小学校での実施を目指す。

来年度以降に実施予定の取組内容

18



２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

●地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築
・地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討を実施し、構築する。

小山市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

台風などによる本格的な出水期を迎えるにあたり、水防活動の指揮系統の確認及び水防工
法の技術継承を図るとともに、水防関係機関との緊密な連携と地域住⺠の協⼒体制の確保を
⾏い、水防体制に万全を期すことを目的に、水防訓練を実施した。
特に、水防工法訓練（⼟のうこしらえ）では、地元建設業者による⼟砂の運搬を⾏い、その
場で⼟のう作成を⾏うなど、実災害時における⼿順等の確認を⾏った。
【期日】令和６年９月７日（土） 【会場】小山市石ノ上河川広場

【参加者】消防団、自主防災会、防災関係機関・団体など 約250名

小山建設業協同組合による⼟砂搬入↓
⼟のうを作成する消防団↓

水防活動に対応可能な業者の拡充を目的として、毎回新たな業者が
訓練参加できるよう組合と調整し、支援体制の強化を図る。 19



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●地域の防災リーダーの育成
マイ・タイムライン作成講座を実施

真岡市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

防災リーダー養成研修の課程においてマイタイムライン作成講座を実施した。
令和３年１０月１６日 １２名
令和４年１０月１５日 １６名
令和５年１０月２１日 １４名
令和６年１０月１２日 １２名

防災士等によるマイタイムライン作成講座を実施し、普及をはかる。

20



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●中学生を対象とした防災教育の実施
●出前講座等を活用した講習会の実施

矢板市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇マイ・タイムライン
2024年8月4日 泉公民館 30名
2024年10月31日 泉公民館 3名
2024年12月12日 片岡中学校 全校生徒

〇防災講座
2024年4月25日 東町公民館 20名

マイ・タイムライン、防災講座、防災教室等

21



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

令和6年度の取組状況

出前講座等を活用した講習会の実施

〇出前講座等を活用し、各地区にて防災講話を実施。
・ 令和６年５月10日 自治会区長 参加者 約60名
・ 令和６年９月９日 喜連川地区の親子 参加者約10名
・ 令和６年10月24日 さくら清修高校の高校生 参加者 約30名
※主な講話内容
・ハザードマップの説明
・自主防災組織の設立、活動
・避難所用品の体験 等

.

継続して実施する。

さくら市

来年度以降に実施予定の取組内容
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

令和6年度の取組状況

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート

〇「総合的な学習の時間」にて、ハザードマップ等の説明
・日時：令和６年９月17日
・場所：喜連川中学校
・対象：中学３年生（約30名）

継続して実施する。

さくら市

来年度以降に実施予定の取組内容
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

令和6年度の取組状況

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート

②消防団のよる消防団の紹介、
避難所用パーテーション、簡易トイレ体験
・日時：令和６年11月９日
・場所：喜連川小学校
・対象：３～６年生（約15名）

さくら市

①地震体験、浸水想定電柱の確認
止水板体験

・日時：令和６年10月1日
・場所：喜連川小学校
・対象：６年生（約70名）

小学校における防災教室（学校安全総合支援事業）
主催：教育委員会学校教育課

喜連川小学校
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・自主防災組織の促進及び支援等の検討

令和6年度の取組状況

〇自主防災組織の設立、活動支援補助金

・防災資機材等整備補助金
最大50万円、１地区１回限り（補助率100/100）
令和6年度実績：3地区

・自主防災組織運営事業補助金
最大３万円、各年度１回、（補助率100/100）
令和6年実績：13地区

継続して実施する。

さくら市

来年度以降に実施予定の取組内容
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

令和６年度の取組状況

下野市

令和元年度より、防災ラジオの有償配布のほか、市内に住所を有する８０歳以上の方
のみで構成する世帯などに対し、申請により無償貸与を実施している。

昨今の災害の頻発化から普及促進のため、令和５年度より価格を改定した。

有償配布
・市内に住所を有する方、事業所等がある方

５，０００円（１台） ⇒ ２，０００円（１台）
・市内に住所を有する７５歳以上の方のみで構成される世帯

２，０００円（１台） ⇒ １，０００円（１台）

無償配布
・市内に住所を有する８０歳以上の方のみで
構成される世帯
・視覚障がい者１・２級の方
・自治会長
・自主防災組織代表者
・民生委員

など
26



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

●ハザードマップの作成・周知
洪水ハザードマップの作成・周知

下野市

令和６年度の取組状況

○令和３年８月に改訂した下野市洪水ハザードマップの窓口における配布のほか、ホームページでの
公開、出前講座等を実施し、普及啓発活動を実施している。（R6実績：17件 486名を対象に講話を実施）

石橋公民館での防災講話
開催日：6月12日（水） 13：00～ 石橋公民館にて
参加者：30名 27



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

下野市

令和６年度の取組状況

●小中学生を対象とした防災教育の実施
小中学生を対象に防災教育の実施

市内小学校での防災に関する授業、体験、講話を実施した。

1. 実施日：令和６年５月２９日（水） 下野市立国分寺東小学校の４年生４１名を対象に防災講話と
マイタイムラインの作成と段ボールベッドの使用体験なども行った。

2.実施日：令和６年９月２６日（木） 下野市立細細谷小学校の４年生１２名を対象に防災講話と段ボー
ルベッドの組立体験してもらった。

5.実施日：令和６年１０月１２日（土）～１３日（日） 祇園小学校で避難所になっている体育館を利用し

て「親子避難所宿泊体験」を実施し、避難所での生活を体験してもらった。防災講話や非常食の喫食
体験のほか、消防署や消防団の協力で煙道体験・放水体験なども行った。

4.実施日：令和６年１０月７日（木） 下野市立古山小学校の４年生８０名を対象に防災講話と段ボール
ベッドの使用体験なども行った。

3.実施日：令和６年１０月２日（水） 下野市立石橋中学校の３年生３０名を対象に防災講話と段ボール
ベッドの使用体験なども行った。

28



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小中学生を対象とした防災教育の実施
上三川小・北小・坂上小・明治小・明治南小にて避難所開設訓練を実施

上三川町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

受付 段ボールパーテーション
・アルミマットの設置

必要な防災グッズについて
話し合う

〇小学生を対象とした防災教育の実施→災害が発生し避難所に避難した際の一連の流れ

を体験することによって、災害に対する意識の向上を目指す。また、避難所開設から撤去
に至るまで、実際の避難所担当職員が作業することにより避難所対応の経験を高める。

〇自主防災組織にも準備の段階か
ら参加していただき、自主防災組織
活動の活性化を図る。

避難時の行動・資機材の説明
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●水防災に関する説明会の開催
公民館や小学校、商業施設にて水防災に関するイベントの実施

上三川町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇各種団体や地域住民に対し、風水害対策に関する説明会を実施

水防災に関する説明会、マイ・タイムライン作成講座、石田地区自治会自主防災連合会と
協力しジョイフル本田宇都宮店にて防災にまつわるクイズや新聞紙を使用したスリッパづ
くり、ビニール袋を使ったポンチョづくりの防災イベント、自主防災組織設立説明会を実施

〇自治会や小学校など普段から水防災に関する知識を身に付ける
ために来年度も実施する。
〇自主防災組織内で活動内容を共有するために顔の見える関係を
創る。

水防災に関する説明会 マイ・タイムライン作成講座 防災イベントの実施

自主防災組織設立説明会
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

令和６年度の取組状況

益子町

来年度以降に実施予定の取組内容

〇引き続き避難行動等に係る基盤の整備に努める。

●避難行動等の基盤整備
防災訓練の実施

〇災害を想定した防災訓練を実施し、各自治体ごとに発災時における避難行動について確認を実施
した。

2024年 8月 益子町内全自治会を対象に実施。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇町職員による防災講話の中で、令和５年に改訂した益子町防災マップ（ハザードマップ）を用いた説
明を実施。

2024年 6月 生田目自治会（生田目自主防災組織） 約30名

●ハザードマップの作成・周知
ハザードマップを用いた防災講話の実施

〇引き続き防災講話の際にハザードマップを用いた説明を取り入れるなど、ハザードマップの周知を
行う。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

●マイタイムラインの周知
ハザードマップを用いた防災講話の実施

〇町職員による防災講話の中で一部ハザードマップを用いた説明を実施。ハザードマップに記載され
ているマイタイムラインについても説明を実施した。

2024年 6月 生田目自治会（生田目自主防災組織） 約30名

〇引き続き防災講話の際にハザードマップを用いた説明を取り入れ、タイムラインについても説明を
取り入れていく。

33



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇防災知識に精通した講師を招き、防災講演会を開催予定。災害時の対応や備えについて学び防災
知識の普及を図る。

2025年 3月予定 対象者町民約100名参加予定

〇引き続き防災教育の実施、防砂知識の普及に努める。

●防災教育・防災知識の普及
防災講演会の実施
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■共助の仕組み強化のための取組

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇引き続き共助に対する啓発の機会を設ける。

●共助の仕組みの強化
防災訓練の実施

〇防災訓練時や防災講演会において、共助に対する啓発を実施。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇引き続き災害を我がことと考えるための取り組みを行っていく。

●災害を我がことと考えるための取組
防災訓練・講演会の実施。

〇防災訓練において実際の災害を想定した訓練により住民が災害について我がことと考える機会を
設けた。また、防災講演会においては災害事例の紹介等により住民に災害について考える機会を設
ける。
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

●水防体制の強化
水防活動、水防体制確認の実施。

〇自主訓練時や町防災訓練時において、消防団における見回りや危険箇所の確認、災害時における
水防体制の確認を実施した。

2024年 8月実施（町防災訓練）

〇引き続き水防活動の実施及び水防体制の強化に努める。
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２）ソフト対策の主な取組 ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための氾濫水の早期排

水を促す既存施設の活用等の取組

■既存施設の活用を含めた緊急排水計画（案）の作成及び既存施設の管理方法の検討

益子町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇引き続き排水施設の情報共有等について取り組みを続けていく。

〇引き続き取り組みを継続していく。
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

●自主防災組織の促進及び支援等の検討
✓町自主防災組織合同防災訓練の実施

芳賀町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

１０月６日 町内の自主防災組織と合同で防災訓練を実施した。

各自主防災組織は避難行動要支援者名簿を利用した避難誘導などの地域の実情に
応じた訓練を行った。

町では、職員による避難所開設運営訓練等を実施したほか、自主防災組織への支援
として、訓練の講師の手配や、訓練運営費用の助成を行った。

次年度以降も訓練を実施予定。

自主防災組織訓練
避難所開設運営訓練
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

令和６年度の取組状況

塩谷町

●防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

〇防災行政無線の屋外スピーカーを補完するシステムの導入（令和２年度）

・戸別受信機の貸与（今後も継続）
・スマートフォンアプリ、防災メールへの情報配信
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

塩谷町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇防災ハザードマップの作成（令和２年度）、配布（役場、道の駅等）
（ ・鬼怒川浸水想定区域図

・荒川（県管理河川）の上流部のダム放流時の浸水想定図
・土砂災害警戒区域 等掲載 ）

〇女性団体連絡協議会の集まりの際に、町の防災態
勢を含めハザードマップの解説の場を設けた。

〇令和７年度にハザードマップの更新を行い、住民への周知を行う。

●ハザードマップの作成・周知
災害事例及びハザードマップの見方解説
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

塩谷町

令和６年度の取組状況

●水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検

・関係機関と重要水防箇所の合同点検の実施

日 時 令和6年5月27日
場 所 県管理河川等
参加者 県（土木事務所）、

消防署、消防団、
建設業協会、町

◎共同巡視
日 時 令和6年6月28日
場 所 上平地内鬼怒川左岸
参加者 下館河川事務所

県（土木事務所）、
消防署、消防団、
町
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

令和６年度の取組状況

高根沢町

来年度以降に実施予定の取組内容

○屋外拡声子局での防災無線の放送に加えて、
避難行動要支援者に対して戸別受信機を無償貸与しています。
避難に時間がかかる方へ情報提供を迅速に行い、避難行動を促進します。

■無償貸与の戸別受信機
（ラジオ付き）

○屋外拡声子局での防災無線の放送の内容を、
町の防災メールでお知らせすることで、
防災無線の内容をより多くの方にお知らせしたいと考えています。 43



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

●小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート
✓小中学生を対象に防災教育の実施や授業への組込みの際の教員へのサポートを実施

高根沢町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

〇マイ・タイムラインのマイスター認定を受けた
町内の防災士が中心となり、
町内の小学5年生と中学１年生を対象に、
「逃げキッド」を使用した
「マイ・タイムライン作成講座」を開催。

（逃げ遅れゼロに向けた防災教育）
※町防災ハザードマップも活用し、説明

・町内小学 ５年生対象（全６校で実施）
※内３つの学校で親子で参加

・町内中学１年生対象（２校中１校で実施）
※内１校は学校独自で授業開催

・町内フリースペースで開催

〇防災教育について、より興味・関心をもってもらうため、
講座を受講した児童生徒に、受講者証を作成し、
町防災ハザードマップ、その他災害に役立つ情報等を
二次元コードで周知する予定。 44



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●ハザードマップを活用した自主防災組織等による避難訓練の実施
✓令和６年度「古河市地域防災訓練」の実施

古河市

令和６年度の取組状況

令和６

来年度以降に実施予定の取組内容 自家用車避難

〇令和６年６月３０日、水害を想定し浸水想定区域内から区域外の避難先まで避難をす
る、実動型の「古河市地域防災訓練」を実施

【訓練内容】
・ 自治会協力のもと、避難行動要支援者を対象としたバス避難訓練
・ 訓練参加者自身の車で実際に避難をおこなう自家用車避難訓練 等実施
関係者を含め、約５９０人が訓練に参加

バス避難訓練

令和7年度もさらに内容を拡充し、訓練を実施予定 45



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●水害時避難訓練
✓出水期に備え、浸水想定区域の自主防災会を対象に避難訓練

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

令和６年６月２日（日）浸水想定区域の自主防災会を対象に、防災無線放送を合図に避難
訓練を実施した。

引き続き、浸水想定区域の自主防災会を対象に訓練を行い、出水期に備えた
万が一の行動について学んでもらう。

結城市
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

●水害対策講習（マイ・タイムライン作成講習）

結城市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

令和６年６月２日（日）浸水想定区域内の自主防災会を対象とした避難訓練後、マイタイム
ラインの作成講習会を実施し、日頃から大規模自然災害への危機意識上昇へつなげた。

避難訓練同様にマイタイムライン作成講習会についても、浸水想定区域の自治会を対象
に実施していく。
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２）ソフト対策の主な取組 ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

■緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

●排水ポンプ車の導入と操作訓練の実施

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

鬼怒川の増水等により、排水樋管(水門)閉鎖時の内水排除に万全を期するため、排水ポンプ車を
導入し、操作訓練を実施した。

8月26日(月) 結城市大字林542番地先
結城市下水道課職員7名、市管工事組合(災害協定団体)5名

ポンプ車規格(令和６年度購入） 総排水量30㎥/min 幅2.3m×長さ7.5m 7.9t未満車

来年度以降も操作訓練を継続して開催予定。

結城市
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【導入した資機材】
◎水のう タイガーダム（15ｍ）６本
・水槽車や消火栓等を使って、１本で土のう約300個分を約10分で設置できる。
・３本をピラミッド型に段積みすると、止水高さを底上げできる。一本の高さは約36ｃｍ。
・長さの調整が可能（一本当たり12ｍ～15ｍ）。連結することで延長できる。
◎L字型止水板 ボックスウォール（写真右 ） ３４枚
・止水高さ 100ｃｍ ・水圧を利用して浸水をせき止める仕組み。
・特殊工具なしで連結が可能。 ・２ｍ間口の設置時間は約1分30秒。

２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

水防資機材の配備と設置訓練の実施

龍ケ崎市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

令和５年６月の大雨災害をはじめ、今後は小貝川などの大規模
河川のみではなく、市内の中小河川の越水による住宅浸水等
のリスクが大いに想定されることから、河川の越水を迅速かつ
効果的に防ぐ水防資機材として「水のう」及び「止水板」を配備し
た。購入後、８月２５日に龍ケ崎消防署・龍ケ崎市消防団・市役
所が連携し、龍ケ崎市役所駐車場にて浸水被害発生時の水の
う設置手順を確認する「水のう設置訓練」を実施した。

▲令和6年8月25日（日）実施
大型水のう（タイガーダム）展張訓練

〇【設置訓練の継続】いざというときに市や水防団で円滑に効果的に使用できるよう、
「水のう展張訓練」や「止水板設置訓練」を今後も実施していく。 49



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小学生を対象とした防災教育の実施
✓マイ・タイムライン作成講座と災害ボランティアの普及啓発

下妻市

令和６年度の取組状況

〇小学生及び保護者に対して、マイ・タイムライン作成講座を実施した。
また、作成講座に引き続き、関東東北豪雨後の活動紹介などを交えながら社会福祉協

議会による災害ボランティア教育を実施した。

１０月２日（火） 大宝小学校 ４年生２クラス４３名及び保護者
１１月８日（金） 豊加美小学校 全校児童６クラス１２６名及び保護者
１月２４日（金） 下妻小学校 ６年生３クラス９２名

〇継続して学校・社協と連携して取組を実施予定

来年度以降に実施予定の取組内容

豊加美小学校の実施状況 50



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●ハザードマップの訓練等への活用
✓小貝川浸水想定区域内住民を対象とした水害対応避難訓練

下妻市

令和６年度の取組状況

〇小貝川浸水想定区域内住民に対して「（訓練）避難指示」を発令し、開設避難所（７ヵ所）
までの避難行動及び避難所受付を実施した。避難誘導には消防団員の協力を得て、避難
所ではアプリによる受付を試験的に実施した。

受付後は、講師として下館河川事務所、茨城県防災士会及び下妻市社会福祉協議会の
支援を受け、マイ・タイムライン作成講座を実施した。

・実施日 ： ６月２日（日）
・開設避難所： 小中学校４ヵ所

市立体育館１ヵ所
市民センター１ヵ所
協定締結企業１ヵ所

・参加者数 ： 計３２８名

〇次年度は鬼怒川浸水想定区域内住民を対象に、
６月初旬に実施予定

来年度以降に実施予定の取組内容

マイ・タイムライン作成講座の様子
51



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●マイ・タイムライン作成講座の実施
✓住民、団体、児童・生徒を対象としたマイ・タイムライン作成講座の実施

下妻市

令和６年度の取組状況

〇防災訓練、出前講座及び防災学習を通じて、市民５９６名（R7.1.31現在）に対してマイ・タ
イムライン作成講座を実施した。

〇次年度以降も継続して実施予定

来年度以降に実施予定の取組内容

備考参加者数対象者（事業区分）

スライド１参照参加市民
計３２８名

小貝川浸水想定区域内住民
（水害対応避難訓練）

会員７名消費者友の会
（出前講座）

スライド２参照３校１１クラス
計２６１名（保護者含まず）

市内小学生
（防災学習）
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●マイ・タイムライン作成講座の実施
在留外国⼈向け避難体験型マイ・タイムライン講習会

令和６年度の取組状況

〇平成27年9⽉関東・東北豪⾬に伴う水害では、在留外国⼈も被災し、逃げ遅れが発⽣した。⽇本で暮
らす在留外国⼈に水害の恐ろしさや防災⾏動について⼗分に伝わってないことが課題となっていた。そこで、
在留外国⼈の防災意識の向上を目的とし、在留外国⼈の中でリーダーとなり得る⽅を対象にマイ・タイムライ
ンの作成と避難の体験をセットで学ぶ講習会を開催

常総市

【 開催⽇時 】 令和6年10⽉19⽇（⼟）
10時00分〜12時30分

【 開催場所 】 常総市役所 議会棟2階 ⼤会議室
【 主 体 】 常総市、下館河川事務所、河川情報センター
【 実施内容 】
{第1部} マイ・タイムライン作成体験
・川が溢れる怖さを知る
・洪水ハザードマップの⾒⽅を学ぶ
・マイ・タイムラインを作成する
{第2部} マイ・タイムラインに基づいた避難体験
・常総市が発表する避難情報の内容を学ぶ
・作成したマイ・タイムラインに基づいて避難体験スペースへ避難
・避難所開設体験（間仕切りテント、エアーベッド設置）
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小学生を対象とした防災教育の実施
✓水防災クイズ大会

常総市

令和６年度の取組状況

○常総市の水害対策が若年層ではあまり知られていないという気づきから，中学⽣が考えた水
防災にまつわるクイズで小学⽣と楽しく水防災について学ぶ防災クイズ⼤会

【開催⽇】令和７年１⽉28⽇（火）
【主 催】水海道一⾼附属中学校
【内 容】市内小学４年⽣を対象とした防災クイズ⼤会
〖メリット〗①楽しく防災について学習できる

②主催者も一緒に学べる
③小学⽣が学んだことを家の⼈に話すことで親世代にも広めることができる
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小学生を対象とした防災教育の実施

取手市

令和６年度の取組状況

○市内小学校で毎年実施し、災害時の避難行動について理解を深めるため
マイタイムライン作成講座を実施した。（令和2年度より継続実施）

【目的】
・地域と継続的な地域連携の防災訓練を実施することで、地域と学校の繋がりを強化する。
・地域に関する体験活動を通じ、児童の危機管理能力を高める。

【参加者】
小学校児童、学校職員、取手市役所

【内容】
・マイタイムライン作成講座
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■共助の仕組み強化のための取組

●洪水浸水想定区域内の区会に対し、地区防災計画の作成支援を行うとともに、住民参加の避難訓練を実施

つくば市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

○小貝川の洪水浸水想定区域内の上高良地区、下高良田地区に対し、
地区防災計画の作成支援を実施した。

○上記の上高良地区の住民とともに洪水を想定した避難訓練を実施
した。

避難訓練は地区の防災無線で避難
指示の合図を発信した上、住民が最
寄りの指定避難所（真瀬小学校）に避
難する流れで実施した。

※参加者：住民13名、県警2名

○市内の洪水浸水想定区域内の区会に対する地区防災計画の作成支援を継続するとともに、計画
に基づいた避難訓練を実施する。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●水防災に関する普及・啓発活動の実施

つくば市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

○啓発イベントの実施
令和６年11月16日、17日に市内施設（洞峰公園）にて、市主催の啓発イベントを実施した。
危機管理課ブースにてパネル展示、啓発活動を実施した（水防災以外の内容も含む）。

【イベント名】 ワクドキ安全安心フェスタinつくば
【来場者数】 1,700名 （※屋内来場者の2日間の合計）

○啓発イベント、パネル展等の実施により、継続して多くの市民に対し防災や事前の備えについて
考える機会を用意する。 57



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小学生を対象とした防災教育の実施
✓小学４年生へ交通防災課職員による防災授業の実施

守谷市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

●小中学生へ防災給食による啓発
2024年 9月 小中学生へ災害時の食・環境をイメージしてもらう。 約6,000人

●市職員による小学４年生への防災授業の実施
2024年 11月 守谷小学校 ４年生 約110名に防災及び市の防災取組について

授業を実施

１2月 〃 生徒から防災授業で得たこと、勉強したこと
を市職員へ発表する

●小中学生への
防災授業の実施
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

筑西市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

① 概 要 近年、自然災害が激甚化しており、特に豪雨に伴う水害が全国各地で発生している。万が一水害が発

生するおそれがある場合は、正しい情報を得て適切に安全な場所へ避難することが求められる。水害

時の逃げ遅れ被害をゼロとするため、住民に対する迅速・的確な避難行動の普及啓発や、防災意識の

向上を図ることを目的に訓練を実施した。

② 日 時 令和６年７月６日（土） ９：００～１１：００

③ 会 場 下館西中学校体育館

④ 想 定 鬼怒川の水位が上昇し、今後も上昇が見込まれる状況。 参加者は地域の危険箇所を避けて避難を実

施。

⑤ 内 容 ・避難発令による住民避難訓練
・避難所体験

・水消火器体験

・防災講習会

・関係企業等による

ブース展開 等

●タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練
✓筑西市（下館西中学校区）洪水ハザードエリアを対象とした防災訓練

・訓練内容をブラッシュアップし、令和7年度も同様の住民避難訓練を実施予定。 59



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

坂東市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

●マイ・タイムライン作成講座の実施

市⺠の皆さんと⾏政が⼒をあわせ、市⺠一⼈ひとりが⽣き⽣きと暮らす、豊かで住みよいまちづくりを推進す
るために、「坂東市まちづくり出前講座」を実施しています。出前講座は、地震・洪水等の災害時、どうのように
対応すべきか︖市の防災体制について、皆さんの要請に応じて市の職員が講師として、公⺠館や集会場等
に出向く制度です。出前講座では、⾃治会や企業への学習会、学校の授業、子供会やPTA活動の一環とし
て、スライドやビデオを使⽤して、防災に関する基礎知識や対応⽅法を気軽に学べる講座を実施しています。

〇来年度以降においても、自主防災組織や小中学校への出前講座を実施し、逃げ遅れゼロに向けた
避難行動のための意識を向上させる。

中⽮作⾏政区
【令和6年6⽉15⽇】

坂東市⽴東中学校
【令和6年7⽉1⽇】

坂東市⽴中川小学校
【令和6年9⽉25⽇】
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

●タイムライン等に基づく首長等も参加した実践的な訓練
全住民を対象とした避難訓練・職員向け図上訓練等を実施

つくばみらい市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

■つくばみらい市防災訓練を実施

【訓練概要】
鬼怒川、小貝川の氾濫警戒情報及び大雨警報を受け、高齢者等避難（警戒レベル３）を発令し、その後、氾濫危険情報に
基づき、避難指示（警戒レベル４）を発令。
全市民に防災行政無線及び防災アプリ等にて周知を行い、避難行動の確認、さらに一部市民は避難所へ避難。
また、市は災害警戒本部及び情報共有室を設置し、仮想の被害情報を付与することによる図上訓練を実施。

【訓練内容】
○防災行政無線・市防災アプリ・SNS 等による避難行動の呼びかけ（全市民）
○災害警戒本部設置・情報共有室設置訓練（市職員・消防署・消防団）
〇避難所開設・運営訓練（市職員）
○避難行動要支援者に対する安否確認・搬送支援訓練
（市職員・市社会福祉協議会）
○避難所（富士見ヶ丘小学校）でのイベント（防災士）
〇市民への防災講話（常総警察署）
〇市職員への防災講話（下館河川事務所）

【参加者】
一般参加者２４名、防災士１１名、市職員・市社会福祉協議会・消防団１０８名、
下館河川事務所１名、常総警察署１名、その他１５名

〇全市民を対象とした防災訓練を実施する予定

情報共有室 災害警戒本部会議 防災士による備蓄品紹介
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●マイ・タイムライン作成講座の実施
●出前講座等を活用した講習会の実施
出前講座等の要望があれば積極的に参加し、防災知識の普及啓発活動等の支援を実施

つくばみらい市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

■マイ・タイムライン作成講座及び防災講座等の実施
生涯学習課主催の高齢者向け講座（よつわ大学）や自治会・小学校などからの要請を受け、
マイ・タイムライン作成講座や出前講座、備蓄品展示等を実施した。

【参加者】
よつわ大学 ４５名
自治会・自主防災組織（４団体） １２４名
小学校（１校） ３３６名

〇自治会等での防災講座を実施していく

よつわ大学 小学校での備蓄品展示 自治会での出前講座
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●出前講座等を活用した講習会の実施
災害経験者の講師を招き、地域住民に対し講演会を実施

つくばみらい市

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

■消防庁語り部プロジェクトを活用した「つくばみらい市防災講演会」の実施

消防庁語り部プロジェクトを活用して、東日本大震災等での被災経験談及び避難所での活動実例などを
語る講師を招き、地域住民の防災意識向上を図った。

【参加者】
防災士、自主防災組織、消防団、消防署、民生委員、ボランティアグループなど １５９人

〇同様の内容を実施していきたいと考えている。

講演会の様子 備蓄品展示の様子
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

八千代町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

マイ・タイムラインを中心とした防災講座の実施

協力参加者数場所日時団体（対象）

八千代町防災士会40名川西小学校
2階ミーティング室

6月27日(木)
13:30～14:15

川西小学校
（5年生及び保護者）

八千代町防災士会30名久下田コミュニティセン
ター

9月28日(土)
10:00～12:00

川西地区コミュニティ推進協
議会(一般住民)

八千代町防災士会60名(2クラス)各教室10月3日(木)
10:10～10:55

中結城小学校
（4年生)

10名中央公民館
2階研修室

10月5日（土）
13:30～15:30

中央公民館自主事業
（中学生）

120名
（県西地区）

中央公民館
大ホール

11月8日（金）
10:30～11:40

八千代町女性団体連絡会
（一般住民）

八千代町防災士会60名西豊田小学校
1階生活科室

11月14日（木）
13:20～14:05

西豊田小学校
（5年生及び保護者）

八千代町防災士会100名東中学校
体育館

12月16日（月）
14:45～15:30

東中学校
（1年生及び保護者）

・各行政区単位での講座の開催
・講座内容の充実
・マイ・タイムラインを活用した避難訓練や危険個所の共有
・町防災士会が主となって推進できるよう、体制の整備 64



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

●広域避難訓練を実施し、住民への周知を図る。

利根町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

６月１６日（日）に，牛久市職員の協力のもと，牛久市への広域避難訓練を実施しました。

訓練参加者は，地区の代表者，防災士の方々で，マイ・タイムライン講習会受講後に，避
難ルートの確認を行いました。

視察先は，布川地区が「牛久第一中学校」，「牛久南中学校」，文地区が「牛久第三中学
校」，文間地区及び東文間地区が「おくの義務教育学校南校舎，北校舎」で，それぞれ大規
模水害時の避難先となります。

訓練上の避難先となっていた，牛久第三中学校では，牛久市役所防災課職員の方から
施設の説明をしていただきました。

今年度は牛久市の協力のもと，広域避難訓練を
行うことができ，訓練参加者及び防災士の方々か
らの反響もよかったため，来年度も牛久市の協力
のもと，訓練が出来ればよいと考えます。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●水防災に関する説明会や、住民の方々を対象としたシンポジウム等の開催を行う。

利根町

令和６年度の取組状況

来年度以降に実施予定の取組内容

６月２３日（日）に，町民を対象とした ，「我が家のマイ・タイムライン作成講習会」を行い
ました。

講習会では気象情報について，水害から身を守る
こと，いざという時の災害に備えて，自分たちはどの
ように行動するべきなのかを考え，町の洪水ハザー
ドマップを見ながら，マイ・タイムラインを作成しました。

昨年度同様に行っている，我が家のマイ・タイムライン作成講習会だが，要望がある限り，
継続して開催していきたいと思う。
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●出前講座等を活用した講習会の実施
県政出前講座等の実施

令和６年度の取組状況

〇県職員が講師となり、学生や防災士を目指す県民等を対象に、県の防災・減災に関する取組など
について説明し、防災・減災に対する理解促進・意識啓発等を図った。

栃木県

開催日 主催者・開催場所等 参加者数(名)

5月 白鷗大学 198

6月 作新学院大学防災士養成講座 67

7月 宇都宮大学 26

8月 環境学習センター 70

9月 宇都宮大学 31

11月 コリーナ矢板自治公民館 20

11月 小山市防災士養成講座研修 100

12月 作新学院大学防災士養成講座 124

R7年3月（予定）茂木町商工会 20
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●出前講座等を活用した講習会の実施
✓出前講座等の要望があれば積極的に参加し、防災知識の普及啓発活動等の支援を実施

栃木県

令和６年度の取組状況

○河川水難事故防止のための「出前講座」実施
台風やゲリラ豪雨等で急激に河川が増水することによる水難事故の発生防止のため、県内の小中学校等へ県土

整備部職員（各出先土木事務所職員）が出向き、リーフレット等を用いた出前講座を実施。

令和６年度実施校（18校）
・７月１日（月） 塩谷町立玉生小学校
・７月２日（火） 真岡市立真岡東小学校
・７月３日（水） 日光市立今市第三小学校
・７月３日（水） 壬生町立稲葉小学校
・７月３日（水） 那珂川町立小川小学校
・７月４日（木） 上三川町立明治南小学校
・７月４日（木） 茂木町立茂木小学校
・７月４日（木） 矢板市立矢板小学校
・７月４日（木） 那須塩原市立鍋掛小学校
・７月５日（金） 茂木町立逆川小学校
・７月５日（金） 大田原市立親園小学校
・７月５日（金） 佐野市立あそ野学園義務教育学校
・７月９日（火） 宇都宮市立雀宮東小学校
・７月11日（木） 宇都宮市立上河内東小学校
・７月11日（木） 那須烏山市立江川小学校
・７月12日（金） 足利市立毛野南小学校
・７月16日（火） 鹿沼市立板荷小学校
・７月18日（木） 高根沢町立北小学校

【パワーポイントによる説明】

（上三川町立明治南小学校）

【ライフジャケット着用体験】

（真岡市立東小学校）
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●出前講座等を活用した講習会の実施
✓出前講座等の要望があれば積極的に参加し、防災知識の普及啓発活動等の支援を実施

栃木県

令和６年度の取組状況

○流域治水の普及啓発に係る学習教材の作成

・宇都宮大学と連携し、大学のカリキュラムである「地域プロジェクト演習」の一環として、「県民への流域治水の普及啓発」をテーマに、
小学生向けの学習教材を作成した。

・令和６年11月、同大学附属小学校の５年生に対し、社会科の授業の一環として、教材を活用した出前講座を実施した。また,講座の実
施 前後でアンケート調査を行い、小学生の流域治水に対する理解度の変化を確認した。

・今後も、出前講座等により、本教材を活用しながら、流域治水の自分事化を図る。

【流域治水に関する講座の様子】

【教材（カードゲーム）を実際に使用する様子】

【流域治水に関する小学生の理解度】
（事前アンケート）

流域治水という言葉を知っていますか（表１）
・知らない 49％

・聞いたことはあるが意味は知らない 40％
・聞いたことがあり意味も分かる 11％

（事後アンケート）
授業を通して流域治水について学べましたか（表２）
・よく分からなかった ３％
・言葉だけは覚えた 23％
・意味を理解することができた 74％

【出前講座に出席した小学生の感想】
・流域治水について理解ができ、ゲームとして学べたので楽しかった。
・勉強のゲームなのに、楽しく学べた。
・家族でやったら流域治水のことを知りながら、楽しく遊べそう。 等

表1 表2
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●ハザードマップの訓練等への活用
✓地区防災計画の策定の促進

令和６年度の取組状況

ハザードマップを活用するなど、地域の災害リスクを踏まえて適切な避難行動がとれるよう、県内の
自主防災組織等において地区防災計画の策定を促進した。

地区防災計画策定促進ワークショップ

計画策定支援に携わる市町の担当職員や防災士等による今後の支援の方向性の検討及び研修
令和６(2024)年 ５月23日（木曜日） 参加者：46名

地区防災計画実践支援事業

啓発パネルの展示、出前講座の実施
地区防災計画策定支援者派遣事業

防災士を策定支援者として自主防災組織等に派遣

栃木県

R6.5.23
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●地域の防災リーダーの育成
✓防災人材養成セミナーの実施

令和６年度の取組状況

自主防災組織等の指導的立場にある方を対象とし、知識、技能を習得していただくとともに、その役
割についての自覚を高め、地域における自主防災組織活性化のために活躍できる人材の養成のた
め、講演やグループワークを実施した。

第1回 令和６(2024)年11月１日（金曜日）野木町役場（野木町） 34名
第2回 令和６(2024)年11月６日（水曜日）栃木県庁 （宇都宮市） 30 名
第3回 令和６(2024)年11月21日（木曜日）とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市） 42名
第4回 令和６(2024)年11月29日（金曜日）栃木県庁 （宇都宮市） 27名

参加者 合計133名

栃木県

（演習）防災まち歩き (演習）HUG（避難所運営ゲーム） 71



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●水防災意識強化週間における集中的な水防災に関する普及・啓発活動の実施
✓水防災に関するポスターの掲示

栃木県

令和６年度の取組状況

○水防災に関するポスター掲示
栃木県庁本館１ロビーにて、「水防災意識強化週間」に係るポスターを掲示し、水防災に関する普及・啓発活動

を実施した。
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間確保ための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

●自主防災組織の促進及び支援等の検討
✓自主防災組織の促進及び支援

令和６年度の取組状況

地域住民が協力し合う自主防災組織の普及の促進及び支援等を実施した。

○ 地域防災力強化推進事業補助金（自主防災組織強化推進事業）

県内自主防災組織の育成や、防災資機材等の整備に関する市町の経費の一部に補助金を交付し、
自主防災組織の強化を図った。

・令和６年度実績
交付決定 15市町 計5,704千円

栃木県

補助金対象防災資機材（例）→
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

●県河川情報システムの改修
✓県河川情報システムにおける新たなメール配信サービスの運用開始

令和６年度の取組状況

茨城県

来年度以降に実施予定の取組内容

〇近年、登録人数の上限を超え、情報発信にも時間を要していることから、新たにメール配信システ
ムを改修し、令和６年より新システムの運用を開始した。

〇新たに「地震情報」について配信するほか、「水防警報」などについても新たに配信を行っている。
〇登録可能人数についても拡大し、水防関係職員に加え、消防団員（本部員、分団長等）の方の登録
も可能。

〇県河川情報システムの再整備 74



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■災害を我がことと考えるための取組

●マイ・タイムライン作成授業の実施

令和６年度の取組状況

茨城県

 水害時の逃げ遅れによる⼈的被害ゼロに向け、住⺠が適切な避難⾏動を取れるようにするため、「マイ・
タイムライン」の普及に努めている。

 特に令和４年度からは、国や市町村等と連携し、洪水ハザード内にある全小学校において「マイ・タイム
ライン」の作成授業を実施しており、災害の怖さや⾃分の命は⾃分で守る“⾃助”の⼤切さを認識してもらう
など、防災教育に取り組んでいる。

 令和６年度実績︓全９８校のうち６１校について県で講師派遣（※）
※その他は国や市町村等で実施

マイ・タイムライン作成授業の様子 75



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

●気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善（水害時の情報入手のし易さをサポート）
「線状降水帯による大雨の可能性」の情報提供

宇都宮地方気象台・水戸地方気象台

令和６年度の取組状況 ■「線状降水帯による大雨の呼びかけを府県単位」で提供

線状降水帯による大雨の半日程
度前からの呼びかけについて、
対象地域を地方単位から府県単
位に絞り込んでの運用を開始

改善前 改善後

関東甲信地方
栃木県

呼びかけ対象地域のイメージ

茨城県

対象地域を絞り込んで発表

⼤⾬に関する関東甲信地方気象情報 第〇号
○年○⽉○⽇○○時○○分 気象庁発表
＜⾒出し＞
茨城県、栃木県では、 ○⽇夜には、線状降⽔帯が発
⽣して⼤⾬災害発⽣の危険度が急激に⾼まる可能性が
あります。
＜本文＞
…（中略）…

地⽅気象情報例
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

●短時間判断等の上流域の特徴を考慮したタイムラインの更新及び実践的な訓練の検討

限られた時間での避難指示等の判断を行うことが想定され、その特徴を踏まえたタイムラインへの更新、実
践的な訓練の検討を行う

令和６年度の取組状況

宇都宮地方気象台

〇宇都宮地方気象台において、気象防災ワークショップ（土砂災害編）をオンライン形式で
実施。気象庁等が発表する気象情報を理解し、的確なタイミングで防災体制の強化や避

難情報の判断・伝達を実施できるよう演習し、防災力対応向上を目指す。

開催日時：令和6年12月19日（午後）
開催場所：宇都宮地方気象台
参加者：

【グループワーク】栃木県内各市町防災担当職員（17名）
【スタッフ】 宇都宮地方気象台職員（8名）

・担当1年目で避難指示の発令タイミング等が分からない中、気象
防災ワークショップで学ぶことができとても良かった。
・他市町での災害の際の対応について、情報共有ができ参加して
良かった。
・他市町の防災職員と議論でき、同様の悩みを持っていることが把
握でき、有意義な気象防災ワークショップであった。 気象防災ワークショップの模様

参加者の感想
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●水防災に関する説明会の開催
台風説明会を開催する

宇都宮地方気象台

令和６年度の取組状況

〇台風の接近等に伴う影響や防災上の留意事項等について、台風説明会を対面と
オンライン形式で開催（宇都宮地方気象台と関東地方整備局の共同開催）。
栃木県関係部局と各市町関係機関等に注意、警戒の呼びかけを行い解説資料を提供。

令和6年度台風説明会開催状況
・令和6年8月15日 台風第7号
・令和6年8月30日 台風第10号

台風説明会の模様
（場所：宇都宮地方気象台）

台風説明会解説資料一部抜粋
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート
小中学生を対象に防災教育を実施する

令和６年度の取組状況

〇栃木県教育委員会主催の、とちぎ子どもの未来創造大学「体験気象学」
・令和6年7月24日鹿沼市、8月1日矢板市、8月23日足利市で開催

〇宇都宮市教育委員会主催の、宮っ子チャレンジウィーク「中学生社会体験学習」
・令和6年11月26日～28日中学生計5名 宇都宮地方気象台で開催

〇上記の防災教育において、気象庁（気象台）の業務説明や気象実験等実施し、防災
知識の啓発等を実施。

とちぎ子どもの未来創造大学の模様 宮っ子チャレンジウィークの模様

宇都宮地方気象台
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

●タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練
ロールプレイング等の実践的な訓練を実施、もしくは検討を行う

水戸地方気象台

令和６年度の取組状況

○市町村が行う各種訓練への参画
シナリオ作成時の協力、訓練内でのホットラインの

実施、訓練後の講話等を実施した。

茨城県・五霞町避難力強化訓練
気象台長からホットラインを実施

・6月19日 令和6年度日立市災害対策本部運営訓練
・6月23日 茨城県・五霞町避難力強化訓練
・6月29日 令和6年度豊浦学区自主防災訓練（日立市）
・6月29日 令和6年度災害対応訓練（風水害）（常陸太田

市）
・6月30日 高萩市総合防災訓練
・7月06日 令和6年度下館西中学校区防災訓練（筑西市）
・7月13日 茨城県・八千代町避難力強化訓練
・7月14日 令和6年度稲敷市防災訓練
・7月21日 鉾田市防災訓練
・8月31日 ひたちなか市防災訓練
・3月15日 美浦村防災訓練
・3月16日 神栖市防災訓練 茨城県・八千代町避難力強化訓練

訓練後、講話を実施 80



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

水戸地方気象台

令和６年度の取組状況

●水防災に関する説明会の開催
防災情報等に関する説明会を開催

〇各市町村防災担当者等の災害対応能力向上を目的とした講習会を実施

○各種の防災気象情報を適切に理解し、避難情報発令のタイミングなどを検討する
「気象防災ワークショップ」を開催

○市町村が実施する防災士養成講座や自主防災組織のリーダー向けの研修等におい
て防災情報等に関する説明を実施

5月15日 災害対応講習会
7月13日 稲敷広域消防本部副団長連絡会幹部研修会
7月19日 自主防災組織リーダー研修会
5月23日、30日、11月19日、2月4日、13日、20日、25日

気象防災ワークショップ
6月27日 茨城防災気象連絡会
9月 1日 日立市防災士養成講座
9月28日、11月4日 いばらき防災大学
11月10日 潮来市区長会研修
11月15日 牛久市・稲敷市・阿見町、稲敷広域消防本部勉強会

災害対応講習会
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

●小学生を対象とした防災教育の実施
授業を実施する前に担当教員にも水災害の知識を身につけていただくための講習会を実施する

水戸地方気象台

令和６年度の取組状況

• 茨城県による標記事業に当台職員が協力。中核教員勉強会（境町）において防災情報
の利活用に関する講義を行った。

• 五霞町教育委員会による標記事業に、当台職員が実践委員会委員（自然防災アドバ
イザー）として参加。実践委員会や中核教員研修会等に出席して助言や講義を行った。

○令和６年度学校安全総合支援事業における中核教員向け講義の実施

学校安全中核教員勉強会（県立境特別支援学校）
での講義

第2回実践委員会（五霞町立五霞中学校）
での講義
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・周知等

令和６年度の取組状況

●ハザードマップポータルサイトを活用した周知サポート、地図情報の活用
ハザードマップの周知のサポートとして、ハザードマップポータルサイトや地図情報を提供する

ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」に自然災害伝承碑を掲載

「重ねるハザードマップ」に⾃然災害伝承碑を掲載することで、過去の⾃然災害を知るきっかけづくりや学校教育や地域学
習において活⽤することが期待されます。

洪水浸水想定区域とハザードマップ上で重ね合わせ

表示イメージ

※自然災害伝承碑を示すアイコン

関東地方測量部

浸水危険性と先人
が伝えてくれた災
害履歴、教訓を重
ね合わせてハザー
ドマップ上で表示
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

関東地方測量部

令和６年度の取組状況

●水害記録の伝承
自然災害伝承碑の情報を「地理院地図」に掲載する

「自然災害伝承碑の地図化を通じた災害教訓の周知・普及」の取組

国⼟地理院では、令和元年度から災
害教訓の伝承に関する地図・測量分
野からの貢献として、過去の⾃然災害
に関する石碑やモニュメントなど「⾃然
災害伝承碑」を地形図等に掲載してお
ります。これにより、過去の⾃然災害の
教訓を地域の⽅々に適切にお伝えする
とともに、教訓を踏まえた的確な防災⾏
動による被害の軽減を目指します。

取組目的

国⼟地理院では、令和元年６⽉から「地理院地図」において、全国各地に建⽴され
ている自然災害伝承碑に関する情報（位置や伝承内容など）を掲載しています。

表示イメージ

アイコンをクリック
すると碑名や災害名
が表示

※自然災害伝承碑を示すアイコン

掲載数市町村数協議会

4基2市上流

21基6市下流
令和7年1⽉31⽇現在

これまでの掲載数

写真をクリックする
と伝承内容や拡大写
真が表示

分布図

上流

下流 84



１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

【国の取り組み】

鬼怒川の対策
小貝川の対策

平成28年6月撮影
平成29年10月撮影

平成29年12月撮影

関東地整

下館河川

施工前

施工後

①田川合流点改修（鬼怒川）
   結城市久保田地先
②侵食対策（鬼怒川）
　真岡市下籠谷地先
③樋管改築（小貝川）
　取手市新川地先
④堤防(低水護岸)整備（小貝川）
　つくばみらい市長渡呂地先他
⑤侵食対策（小貝川）
　筑西市井出蛯沢地先

　筑西市関本分中地先
環境

治水

災害
復旧

⑥水辺整備（鬼怒川・リバースポット）

⑤ 小貝川左岸
井出蛯沢地先災害復旧工事

凡例

R6当初

R5補正等
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

【国の取り組み】

鬼怒川の対策
小貝川の対策

平成28年6月撮影

関東地整

下館河川

施工前

施工後

凡例

R7当初

R6補正等

①田川合流点改修（鬼怒川）
茨城県結城市久保田地先他

②侵食対策（鬼怒川）
栃木県真岡市下籠谷地先他

③樋管改築（小貝川）
茨城県取手市新川地先

④堤防(低水護岸)整備（小貝川）
茨城県つくば市吉沼地先

茨城県常総市水海道元町地先他
環境

治水

⑤水辺整備（鬼怒川・リバースポット）

① 田川水門（仮称）新設工事
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・護岸整備（河岸侵食対策）等 ・護岸整備（河岸侵食対策）等 順次実施
関東

地整■

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水
時の状況を把握・伝達するための基盤
の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水
時の状況を把握・伝達するための基
盤の整備

H28年度から順次実施 ■
関東

地整■

・防災行政無線の改良、防災ラジオの
配布等の整備

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
の配布等の整備

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
活
用

・水防活動を支援するための水防資機
材等の配備（新技術活用も含め）及び
適切な管理

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備や新技術の活用検討、
配備後の適切な管理を実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
関東

地整■

・簡易水位計や簡易型河川監視カメラ
等の設置

・簡易水位計や簡易型河川監視カメ
ラの設置

H28年度から順次実施  ▲ ●
関東

地整■

・浸水時においても災害対応を継続す
るための施設の整備及び自家発電装
置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続
するための施設の整備及び自家発
電装置等の耐水化

H28年度から順次実施 － ■ ● － ● － － ● − － －

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■ハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想
定区域図、氾濫シミュレーション（鬼怒
川・小貝川）の公表

・鬼怒川洪水浸水想定区域図、氾濫
シミュレーションの策定・公表
・小貝川洪水浸水想定区域図、氾濫
シミュレーションの策定・公表

H28.8
H28年度

関東
地整●

活
用

・ハザードマップの作成・周知
・想定最大外力にもとづいた洪水を
対象に、洪水ハザードマップを策定・
更新する

H29年度から順次実施 ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〇 ■
活
用

・地域の特性を踏まえた適切な避難方
法（垂直避難等）や効果的なまるごと
まちごとハザードマップの検討・周知

・水位の上昇が早い、上流域の特性
を踏まえた垂直避難等の適切な避難
方法の検討や、公共施設や電柱を中
心に、看板の設置や周知を行う

H29年度から順次実施 ▲ ■ ▲ ■ ● ■ ○ ■ ▲ ▲ ▲ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整■

活
用

・要配慮者利用施設の避難計画の作
成及び訓練の促進

・要配慮者利用施設の避難計画に水
害を位置づけていく

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 気象庁■
活
用

・ハザードマップポータルサイトを活用
した周知サポート、地図情報の活用

・ハザードマップの周知のサポートと
して、ハザードマップポーサルサイト
や地図情報を提供する

H28年度から順次実施 地理院■
活
用

【上流域】

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

下
野
市

上
三
川
町

さ
く
ら
市

宇
都
宮
市

小
山
市

真
岡
市

地
域
住
民

塩
谷
町

高
根
沢
町

栃
木
県

矢
板
市

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
国

益
子
町

芳
賀
町

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定

資料２-３
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
国

益
子
町

芳
賀
町

宇
都
宮
市

小
山
市

真
岡
市

地
域
住
民

塩
谷
町

高
根
沢
町

栃
木
県

矢
板
市

【上流域】

下
野
市

上
三
川
町

さ
く
ら
市

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

・短時間判断等の上流域の特徴を考
慮したタイムラインの更新及び実践的
な訓練の検討

・水位の上昇が早いことで限られた時
間での避難指示等の判断を行うこと
が想定され、その特徴を踏まえたタイ
ムラインへの更新、実践的な訓練の
検討を行う

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整■

参
加

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水害
時の情報入手のし易さをサポート）

・警報等における危険度の色分け表
示
・「警報級の現象になる可能性」の情
報提供
・メッシュ情報の充実化

H29年度から順次実施 気象庁■
活
用

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・ハザードマップの見方などの水災害
の事前準備に関する問い合わせ窓
口の設置する

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

気象庁■
地理院－

関東
地整■

活
用

・水防災に関する説明会の開催 ・水防災に関する説明会を開催する H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整■

参
加

・水害記録の伝承

・自然災害伝承碑の情報を「地理院
地図」に掲載する
・過去の自然災害の教訓を地域の
方々に適切にお伝えするとともに、教
訓を踏まえた的確な防災行動による
被害の軽減を目指す

R2年度から順次実施 － ■ ▲ － － － － ▲ ▲ － － －

気象庁■
地理院■

関東
地整■

活
用

・小中学生を対象とした防災教育の実
施及び教員へのサポート

・小中学生を対象に防災教育の実施
や授業への組込みの際の教員への
サポートを実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整○

参
加

・出前講座等を活用した講習会の実施
・出前講座等の要望があれば積極的
に参加し、防災知識の普及啓発活動
等の支援を実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院■

関東
地整■

参
加

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信
・プッシュ型による情報発信（洪水予
報等）の実施

H28年度から順次実施
関東

地整■
活
用

・水位計やライブカメラの情報をリアル
タイムで提供

・水位計の情報やライブカメラの映像
をリアルタイムで提供

H28年度から順次実施 ■
関東

地整■
活
用

・水害リスクラインによる水位情報の提
供

・水害リスクラインによる一般への水
位情報の提供

R2年度から順次実施
関東

地整■
活
用

■共助の仕組み強化のための取組

・防災部局だけでなく高齢者福祉部局
についても、協議会への参加や協議
会に関する情報共有を実施

・防災部局だけでなく高齢者福祉部
局についても、協議会への参加や防
災部局から協議会に関する情報提供
を受けるなどにより情報共有を実施

R元年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や防災関連のパンフレッ
ト等を設置

・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等のパンフレット等を設置

R元年度から順次実施 － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
活
用

・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施

・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャー等の日常勤務における防災に
関する取組事例を共有
・災害対応研修の場を活用し、ケアマ
ネジャーへハザードマップ等の説明を
実施
・最新の防災・減災施策の説明や高
齢者自身の災害・避難カードの作成
に対する支援を実施

R元年度から順次実施 － ▲ ▲ ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲
参
加
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
国

益
子
町

芳
賀
町

宇
都
宮
市

小
山
市

真
岡
市

地
域
住
民

塩
谷
町

高
根
沢
町

栃
木
県

矢
板
市

【上流域】

下
野
市

上
三
川
町

さ
く
ら
市

■災害を我がことと考えるための取組

・ハザードマップの訓練等への活用
・ハザードマップを活用した自主防災
組織等による避難訓練の実施

R元年度から
順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

参
加

・マイ・タイムライン作成講座の実施 ・マイ・タイムライン作成講座の実施
R元年度から

順次実施 ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ●
関東

地整■
参
加

・地域の防災リーダーの育成
・地域の防災士等やマイ・タイムライ
ンリーダーへの研修を実施

R元年度から
順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ■ ■ ■

気象庁■
関東

地整■

参
加

・水防災意識強化週間における集中
的な水防災に関する普及・啓発活動の
実施

・水防災意識強化週間に水防災に関
するパネル展を実施

R元年度から
順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

地理院■

参
加

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
国

益
子
町

芳
賀
町

宇
都
宮
市

小
山
市

真
岡
市

地
域
住
民

塩
谷
町

高
根
沢
町

栃
木
県

矢
板
市

【上流域】

下
野
市

上
三
川
町

さ
く
ら
市

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認
・無線やメールなどを活用した情報伝
達手段の確保
・適切な管理の実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・水防団同士の連絡体制の確保 ・近隣の水防団の連絡体制の確保 H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・毎年、国が実施している重要水防箇
所等の共同点検に参加

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ − ■ ■ ■
気象庁■

関東
地整■

参
加

・関係機関が連携した実働水防訓練
の検討・実施

・利根川水系合同水防訓練及び鬼
怒・小貝水防連合体水防訓練等の水
防管理団体の訓練に参加及び実施
内容等の検討

引き続き実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
関東

地整■
地理院■

参
加

・水防活動の担い手となる水防協力団
体の募集・指定を促進

・広報紙やホームページ等で広く募集
していく

引き続き実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
参
加

・地域の建設業者による水防支援体制
の検討・構築

・地域の建設業者も組み込んだ水防
支援体制の検討を実施し、構築する

H28年度から順次実施 ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・自主防災組織の促進及び支援等の
検討

・地域の住民が協力し合う自主防災
組織の普及の促進及び支援等の検
討の実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
気象庁■

関東
地整■

参
加

■既設ダムの危機管理型運用方法の確立

・既存ダムの機能を最大限活用する運
用方法の検討等

・AI等を用いた洪水の予測精度の向
上を図る

H28年度から順次実施
関東

地整■

２）ソフト対策の主な取組　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための氾濫水の早期排水を促す既存施設の活用等の取組

■既存施設の活用を含めた緊急排水計画（案）の作成及び既存施設の管理方法の検討

・排水機場・樋門・水門等の情報共有、
霞堤の排水機能を踏まえた排水の検
討等を行い、大規模水害を想定した緊
急排水計画（案）を作成

・排水施設の情報共有、既設の霞堤
の排水機能を活用した排水手法等の
検討を行い、大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）を作成

H29年度から順次実施 － ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁－
地理院－

関東
地整■

・霞堤の適切な管理のための機能・効
果の啓発活動の検討・周知

・霞堤の排水機能を維持するための
適切な管理、それを維持するために
必要な啓発活動の検討

H29年度から順次実施 － － ○ － ■ － ○ － − ■ ○ －

気象庁－
地理院－

関東
地整○

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

＜小貝川＞
・天端の保護
・裏法尻の補強

・天端の保護
・裏法尻の補強

H29年度から順次実施
H29年度から順次実施

関東
地整■

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把
握・伝達するための基盤の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達
するための基盤の整備

H28年度から順次実施
関東

地整●

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布 H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■

・水防活動を支援するための新技術を活用した水
防資機材等の配備

・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材
等の配備

H28年度から順次実施 ▲ ▲ ■ ▲ － － － ▲ － ■ ■ － ● ■ 関東
地整■

・簡易水位計や量水標、簡易型河川監視カメラの設
置

・簡易水位計や量水標、簡易型河川監視カメラの設置 H28年度から順次実施 〇
関東

地整●

・浸水時においても災害対応を継続するための施設
の整備及び自家発電装置等の耐水化

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備
及び自家発電装置等の耐水化

H28年度から順次実施 ● － ● － ● － － － － ● ● － －

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図
（鬼怒川・小貝川・八間堀川）の公表

・鬼怒川洪水浸水想定区域図の策定・公表
・小貝川洪水浸水想定区域図の策定・公表
・八間堀川洪水浸水想定区域図の策定・公表

H28年度
H28年度
H29年度

●
関東

地整●
活
用

・想定最大規模降雨による氾濫シミュレーション（鬼
怒川・小貝川・八間堀川）の公表

・鬼怒川洪水氾濫シミュレーションの策定・公表
・小貝川洪水氾濫シミュレーションの策定・公表
・八間堀川洪水氾濫シミュレーションの策定・公表

H28年度
H28年度
H29年度

▲
関東

地整■
活
用

・広域避難計画の策定・更新 ・協議会の中で広域避難計画を策定・更新 H29年度 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

関東
地整■

気象庁■
地理院■

活
用

・広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知
・想定最大外力にもとづいた洪水を対象に、広域避難計画も
反映した洪水ハザードマップを策定・更新する

H30年度から順次実施 ● ■ ● ▲ ● ■ ● ● ● ■ ■ ▲ ■ 地理院■
活
用

・まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充 ・公共施設や電柱を中心に、看板の設置を検討していく H28年度から順次実施 ■ ▲ 〇 ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲
活
用

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の
促進

・要配慮者利用施設の避難計画に水害を位置づけていく H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
活
用

・ハザードマップポータルサイトを活用した周知サ
ポート、地図情報の活用

・ハザードマップの周知のサポートとして、ハザードマップポー
サルサイトや地図情報を提供する

H28年度から順次実施 地理院■
活
用

地
域
住
民

取
手
市

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
古
河
市

結
城
市

龍
ケ
崎
市

下
妻
市

常
総
市

八
千
代
町

利
根
町

守
谷
市

筑
西
市

■ 関東
地整■

坂
東
市

つ
く
ば
み
ら
い
市

つ
く
ば
市

茨
城
県

国

＜鬼怒川＞
・決壊箇所の堤防整備
・溢水箇所の堤防整備
・漏水箇所の堤防整備
・その他区間の堤防整備（大形橋より上流）
・その他区間の堤防整備（大形橋より下流）
・洪水時の危険性に関する緊急対策（河道掘削・

樹木伐採）
・堤防決壊時の危険性に関する緊急対策（堤防強

化対策）
＜小貝川＞

・堤防整備等
＜八間堀川＞

・八間堀川の河川改修

・堤防整備、河道掘削、河川改修等

＜鬼怒川＞　H28.6末
H30年度
H28年度
R2年度

H30年度

H30年度から順次実施

H30年度から順次実施

＜小貝川＞
順次実施

＜八間堀川＞
H29年度

【下流域】

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

地
域
住
民

取
手
市

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
古
河
市

結
城
市

龍
ケ
崎
市

下
妻
市

常
総
市

八
千
代
町

利
根
町

守
谷
市

筑
西
市

坂
東
市

つ
く
ば
み
ら
い
市

つ
く
ば
市

茨
城
県

国

【下流域】

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

・避難指示の発令に着目したタイムラインの作成
・現在試行段階であるタイムラインを，検証し見直しを図って
いく
・チェックリストを活用したタイムラインを国と協同し策定する

H28.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
関東

地整■
気象庁■

・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓
練

・ロールプレイング等の実践的な訓練を実施、もしくは検討を
行う

H28年度から定期的に
実施 ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院■

参
加

・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級
の現象」等の改善（水害時の情報入手のし易さをサ
ポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

H29年度から順次実施 気象庁■
活
用

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設
置

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する問
い合わせ窓口を設置する

H28.6から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院－

・水防災に関する説明会の開催 ・水防災に関する説明会を開催する H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院－

・水害記録の伝承

・自然災害伝承碑の情報を「地理院地図」に掲載する
・過去の自然災害の教訓を地域の方々に適切にお伝えする
とともに、教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽減
を目指す

R元年度から順次実施 － － ● ■ ● ■ － ▲ ■ － ■ － ■ －

関東
地整

気象庁
地理院■

・教員を対象とした講習会の実施
・授業を実施する前に担当教員にも水災害の知識を身につ
けていただくための講習会を実施する

H29年度から順次実施 ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ■ ▲ 〇 ● ■

関東
地整■

気象庁■
地理院－

・小学生を対象とした防災教育の実施
・小学校の総合学習授業の中で、水災害教育に取り組んで
いく

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院－

参
加

・出前講座等を活用した講習会の実施
・出前講座等の要望があれば積極的に参加し、防災知識の
普及啓発活動等の支援を実施

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院■

参
加

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 ・プッシュ型による情報発信（洪水予報等）の実施 H28年度から順次実施 ■ ■ 関東
地整■

活
用

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 ・水位計の情報やライブカメラの映像をリアルタイムで提供 H28年度から順次実施
関東

地整■
活
用

・水害リスクラインによる水位情報の提供 ・水害リスクラインによる一般への水位情報の提供 R2年度から順次実施
関東

地整■
活
用

■共助の仕組み強化のための取組

・防災部局だけでなく高齢者福祉部局についても、
協議会への参加や協議会に関する情報共有を実施

・防災部局だけでなく高齢者福祉部局についても、協議会へ
の参加や防災部局から協議会に関する情報提供を受けるな
どにより情報共有を実施

R元年度から順次実施 ▲ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレット等を設置

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や避難訓練
のお知らせ等のパンフレット等を設置

R元年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ －
活
用

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した
水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた
取組の実施

・地域包括支援センター・ケアマネジャー等の日常勤務にお
ける防災に関する取組事例を共有
・災害対応研修の場を活用し、ケアマネジャーへハザードマッ
プ等の説明を実施
・最新の防災・減災施策の説明や高齢者自身の災害・避難
カードの作成に対する支援を実施

R元年度から順次実施 ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ■ ● ■

気象庁
地理院－

関東
地整

参
加

■災害を我がことと考えるための取組

・ハザードマップの訓練等への活用
・ハザードマップを活用した自主防災組織等による避難訓練
の実施

R元年度から
順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ －

気象庁
地理院－

関東
地整■

参
加

・マイ・タイムライン作成講座の実施 ・マイ・タイムライン作成講座の実施
R元年度から

順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整■

参
加

・地域の防災リーダーの育成
・地域の防災士等やマイ・タイムラインリーダーへの研修を実
施

R元年度から
順次実施 ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院－

関東
地整■

参
加

・水防災意識強化週間における集中的な水防災に
関する普及・啓発活動の実施

・水防災意識強化週間に水防災に関するパネル展を実施
R元年度から

順次実施 ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■

気象庁■
地理院■

関東
地整■

参
加

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定
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○R６年度の取組状況および今後実施する取組

事　　項

具体的取組

地
域
住
民

取
手
市

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
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【下流域】

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実
施

・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

H28年度から定期的に
実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・水防団同士の連絡体制の確保 ・近隣の水防団の連絡体制の確保
H28年度から定期的に

実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが
高い区間の共同点検

・毎年、国が実施している重要水防箇所等の共同点検に参
加

H28年度から定期的に
実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■

参
加

・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・利根川水系合同水防訓練及び鬼怒・小貝水防連合体水防
訓練に参加
・水防管理団体が行う訓練への参加

引き続き定期的に実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁■
地理院■

参
加

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指
定を促進

・広報紙やホームページ等で広く募集していく 引き続き実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
参
加

・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構
築

・地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討を実施
し、構築する

H29年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

２）ソフト対策の主な取組　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

■緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水手法等
の検討を行い、大規模水害を想定した排水計画
（案）を作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模
水害を想定した排水計画（案）を作成

H28年度から順次実施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

関東
地整■

気象庁－
地理院－

・排水計画に基づく排水訓練の実施 ・排水計画に基づく排水訓練の検討および実施 H28年度から順次実施 ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ ▲

関東
地整■

気象庁－
地理院－

○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 ■：実施済み（継続）、
▲：検討中、 － : 対象なし

：令和６年度実施 ：令和７年度以降に実施予定：令和５年度実施 ：令和８年度以降に実施予定
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１．概要

 現在の「減災に係る取組方針」は、令和2年度から令和7年度までの概ね5年間を目標にした取組内容

 令和8年度以降の取組内容について、これまでの取組を振り返り、新たな取組内容を検討していく

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく鬼怒川・小貝川
（上流域・下流域）の減災に係る取組方針改定について

令和７年度

事務局
（下館河川事務所）

達成すべき目標と取組方針の見直し検討・改定(案)とりまとめ

資料３

２．進め方

 各自治体の担当者が集まり、意見交換会を行い、検討を進める

（会議の招集や具体な内容、進め方等の詳細は、協議会事務局である下館河川事務所が提案し行う）

令和８年度

減災対策協議会構成員 協議会 担当者意見交換会（２回を想定） 幹事会

6月30日 ２月頃

協議会

５月頃

３．スケジュール案

意見等を反映 改定(案)の確認 改定(案)の審議

取組方針の改訂
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【参考】 減災対策協議会 令和6年度 第１回担当者意見交換会の概要

【概要】

1. 開催日時 ：令和6年9月26日10：00～12:00
2. 開催場所 ：茨城県県西生涯学習センター会議室（中講座室）
3. 参 加 者 ：防災部局の係長もしくは主任クラスの方２６名

【背景】
Ｏ本協議会発足の契機となった平成27年関東・東北豪雨から、来年（R7）で10年の節目を迎える
Ｏ「鬼怒川・小貝川（上流域・下流域）の減災に係る取組方針」をR8年度に改定予定
【目的】
Ｏこれまでの成果（効果）や課題を整理し、今後の取り組み等について検討することを目的とする

今後取り組みたい項目を発表
市町間で情報共有

■意見交換会の主な意見

〇今後力を入れて取り組みたい項目
今後取り組みたい項目を付箋
に記入

意見数が多かったソフト対策の主な取組今後取り組みたい項目の主な意見

マイ・タイムラインを活用した普及・啓発
・マイ・タイムラインを活用した普及・啓発

・地域の防災リーダーの育成、防災士を増やす

プッシュ型アプリ等の開発・情報伝達手段の拡充
・避難情報の多言語化（町メールの拡張機能、アプリ）

・情報伝達手段の拡充

個別避難計画の作成
・個別避難計画の作成
・防災士・消防団との連携強化

ハザードマップの作成・周知
・外国人向けのハザードマップの整備
・ハザードマップの説明会（職員向け・市民向け）

防災教育や防災知識の普及
・防災勉強会
・小、中、高校生への出前講座の実施

自主防災組織の啓発
・自主防災組織による安否確認体制の確立
・自主防災組織の意識差を埋める

96



■概要

1. 開催日時 ：令和6年11月28日 10：00～12:00

2. 開催場所 ：茨城県県西生涯学習センター会議室（中講座室）

3. 参 加 者 ：防災部局の係長もしくは主任クラスの方２０名

4. 方 法 ：対面型ワークショップ方式

Ｏ第１回担当者意見交換会で御担当者様から頂いた今後重点的に取り組みたい内容の主な６つの代表的な取組を意見
交換のテーマとして、現状の情報共有とR7年度の具体な目標（案）を意見交換により抽出

■意見交換会の主な意見
意見交換の様子 各グループの発表の様子

■アンケート結果
Q.今回の意見交換会のように担当者間で情報交換や議論
を深める場を今後も開催する 機会があれば参加したいで
すか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%
是非参加したい どちらかといえば参加したい
どちらかといえば参加したくない できれば参加したくない
無回答

Q．本日参加されて、ご質問や感想・意見などがありました
らご自由にご記載ください。

・各市町でどのような取組をしているのか、意見交換する場になり
大変勉強になった。今後も積極的に参加したい。

・全国の事例なども共有してもらえて大変ためになりました
・自分達の業務の課題を改めて再認識させていただきました。あり
がとうございました。

目標設定に関する主な意見意見交換テーマ

継続的に、出前講座等を実施すること、浸水想定区域全体への普及、防
災士等への普及、訓練における活用

➀マイ・タイムライ
ンを活用した普及・
啓発

短期的には、防災行政無線の拡大、アプリの開発（LINEの拡張機能の活
用）、避難情報の多言語化、SNS情報の収集サービスの導入
長期的には、防災無線からアプリ等への移行、SNS情報の庁内共有、オ
ンデマンドで必要な情報の届けるアプリの開発、AIを活用した行動通知

➁プッシュ型アプリ
等の開発・情報伝
達手段の拡充

短期的には、体制確保（自分で作成できない方への支援を手厚くすると
ともに、自助・共助の延長としても体制を強化していく必要がある。）
自助・共助の強化については、令和７年、令和８年度以降も粛々と進める
必要が有り

➂個別避難計画の
作成

短期的には、中小河川のハザードマップの作成、アンダーパスの更新
長期的には、内水ハザードマップ、外国人向けのハザードマップへの対
応またハザードマップの一元化、使用しやすいような保管方法の工夫

➃ハザードマップ
の作成・周知

短期的には、民間企業と連携した防災講座、県と連携した防災訓練や出
前講座の集約・効率化
長期的には、防災部局以外の職員の防災意識の向上、地区防災計画に
基づく訓練による実効性向上

➄防災教育や防災
知識の普及

短期的には、安否確認の訓練体制をモデル地区で実施、個別避難計画
を作成したら補助金を出すような制度設計が重要であることや、積極的
に活動している組織の公表
長期的には、令和７年度にモデル的にやったものを全地区に広げる活用、
自治会、自主防災組織の集まる場での継続的な取組

➅自主防災組織の
啓発

【参考】 減災対策協議会 令和6年度 第２回担当者意見交換会の概要
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【参考】 減災対策協議会 第１回担当者意見交換会
調査票「水防災に関する取組で困っていること」の参考事例

「水防災に関する取組で困っていること」に対する参考事例

令和６年9月26日に実施した減災対策協議会第１回担当者意見交換会の調査票の設問
「Q2.水防災に関する取組で困っていること」の回答に対して、
参考となる全国の取組事例・参考情報等を下記の表に整理。

参考事例
Q2. 水防災に関する取組で困っていることNo.

事例1石川県小松市想定している避難者に対して、避難所の収容人数が不足しているため新たな避難所
（※避難場所も含めた）の確保。1

事例2東京都江戸川区

事例3千葉県我孫子市県・市管理河川の水防災について、具体的にどのように取組めばよいか分からない。2

事例4大阪府大東市まるごと・まちごとハザードマップの更新に係る費用負担
※東京電力の電柱に設置しているため，５年ごとに費用がかかってしまう。3

事例5水防専門家派遣制度水防の基本知識・活用方法。情報源について。4

事例6
水害リスクを自分事化し、流域治水に取り
組む主体を増やす流域治水の自分事化
検討会

住民への水防災に関する意識づけの方法。6

事例7宮城県岩沼市地域でマイ・タイムラインを普及させる体制の構築（防災士・消防団などによる自主運営）7

事例8福井県福井市出前講座でマイ・タイムラインを作成した後の活用事例（避難訓練以外）。例えば避難経
路として使うであろう道中で危険箇所はないかの現地確認など8
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事例１ 【石川県小松市】 緊急的な避難場所の確保

≪概 要≫
令和4年8月の大雨災害では、中山間地域において、河川があふれ避難所に避難できなかった事例などがあり、これ
を受け小松市では、中山間地域などの避難所への経路上に危険が多い地域での避難計画について検討を行い、
「緊急的な避難場所」 として神社や公民館等を指定避難所とは別に設定。
校下・町ごとにカルテ形式でまとめて住民に周知している。

取組内容

出典：中日新聞（https://www.chunichi.co.jp/article/741688）

●神社への避難訓練の様子●地域防災計画における「緊急的な避難場所」の記載

出典：小松市HP（http://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1007/bousai_kyuukyuu_anzen/15148.html）

山間地域において、
逃げ遅れた住民が緊急的
に避難する施設として、水
害リスクが想定されていな
い神社や公民館等を設定

99

https://www.chunichi.co.jp/article/741688
http://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1007/bousai_kyuukyuu_anzen/15148.html


事例2 【東京都江戸川区】 自区外の避難先の確保

≪概 要≫
大規模水害時にほぼ全域で浸水被害が想定されている東京都江戸川区は、河川氾濫の恐れが高まった時に区外
の宿泊施設へ自主避難する区民に対し、来年度以降、１泊３,０００円の補助金を支給。、ホテル団体や旅行
業大手の近畿日本ツーリストと協定を締結し、大規模水害時の避難先として区外約6,000施設を確保している

取組内容

出典：江戸川区HP（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/jijo/kouikihinan.html）

●広域避難から補助金支給までの流れ ●避難先確保の考え方

宿泊費を補助することで、自区外
の避難先の利用を促進している
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事例３ 【千葉県我孫子市】 市の準用河川の水位情報

≪概 要≫
市の準用河川つくし野川に、危機管理型水位計を2ヶ所設置している。危機管理型水位計運用協議会に参加する
ことで、川の水位情報で誰でもいつでも閲覧可能としている。

取組内容

出典：千葉県我孫子市HP（https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/bousai/bousai_info/tone_tega_suii.html）
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事例4 【大阪府大東市】電柱広告で「まるごとまちごと防災」

≪概 要≫
地元企業が主体となり、企業と行政が一丸となってまち全体を守ることをコンセプトとした取り組みとして、電柱広告に
避難誘導に関する情報と防災の心得を協賛企業名とともにデザインし、掲出している。現在１７社の地元企業が
賛同し、看板掲載を行っている。

取組内容

出典：大阪府大東市HP（https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/2/56342.html）
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事例5 【水防専門家派遣制度】

≪概 要≫
・全国防災協会では、水防訓練・講習会への水防専門家の派遣により、水防団の知識・技能の向上を図っている。
・水防訓練では、派遣先の実情に合わせて水防工法の指導、実技演習、水防に関する講習等を実施している。

取組内容

● 水防専門家派遣制度の概要 ●水防訓練・講習会の様子

出典：公益社団法人全国防災協会HP（https://zenkokubousai.or.jp/download/2023suibou_panf.pdf）

派遣先の実情に合わせて水防工法の指導、
実技演習、水防に関する講習等を実施
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事例６ 【水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会】

≪概 要≫
住民や企業等のあらゆる関係者による、持続的・効果的な流域治水の取り組みの推進に向け、行政の働きかけ
に関する普及施策の体系化と行動計画をとりまとめている。

取組内容

出典：水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会HP（https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/suigairisk2/）
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事例7 【宮城県岩沼市】
『マイ・タイムライン』の更なる地域普及を目指した地域の防災リーダー（防災士）との意見交換会

≪概 要≫
・令和元年東日本台風来襲の際、夜間かつ大雨の中、避難所に向かう人が多く、市民の避難行動自体に危険が
生じていた。
・「避難」とは、難を避け、安全を確保すること。自宅が安全なら自宅に留まる等、市民が災害リスクを「正しく」理解し、
その上で「行動」に移すことが重要である。
・岩沼市では、『マイ・タイムラインの』普及が非常に有効であるとし、取り組みを開始。市民の誰もが着手しやすい市
独自のツール作成や、その後の効果的な周知啓発などについて、地域の防災リーダー（市内在住の防災士）との意
見交換会を実施した。

取組内容

出典：「地域におけるマイ・タイムライン取組事例集」5ページ（https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/mytimeline/pdf/jirei.pdf）
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事例8 【福井県福井市】マイ防災マップ作成、まち歩き体験を組合わせたマイ・タイムライン作成講座

≪概 要≫
マイ・タイムラインの作成を推進するため、マイ防災マップ作成から始め、①．自分たちの住んでる地域の特性やまち歩
きルートによる避難ルートや注意箇所の確認を行うための事前説明、②．マイ防災マップの作成手順、まち歩きによ
る避難ルートや注意箇所の確認の体験を実施③．マイ防災マップ作成のワークショップまでを３回に分けて実施。次
に、④．逃げキッドを用いたワークショップ形式によるマイ・タイムラインの作成と作成後の発表・意見交換会、減災対
策の取組紹介、避難に必要な情報の取得に関する説明を行った。

取組内容

出典：「地域におけるマイ・タイムライン取組事例集」24ページ（https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/mytimeline/pdf/jirei.pdf）
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第１１回 鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
第１１回 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

情報提供等

① 在留外国人へのマイ・タイムライン普及 （報告）

② マイ・タイムラインリーダー認定講座、スキルアップ研修 （報告）

③ マイ・タイムラインリーダーポータルサイト［自治体向けサイト］ （再周知）

④ 第73回利根川水系連合・総合水防演習 （報告）

⑤ 常総水害から10年 （情報提供）

⑥ ハザードマップのユニバーサルデザイン化 （情報提供）

⑦ 要配慮者施設の避難確保の取組 （情報提供）

資料４
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① 在留外国人へのマイ・タイムライン普及 【関係機関との役割と年度計画】

１．鬼怒川・小貝川減災対策協議会の事務局（下館河川事務所）が、モデル自治体と連携し、
以下の事項を整理する。

①教材作成 ②モデル自治体での講習会の試行
③講習会実施に役立つマニュアル等の作成 ④自治体への教材の提供

２．③のマニュアルを参考に、全構成自治体がR７年度以降主体的に実施できるようにする。

３．自治体が主催する講習会を国・県をはじめ協議会全体で支援する。

協議会事務局
（下館河川事務所）

モデル自治体

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度以降

①教材作成（多言語版逃げキッド・動画）

主体

試行

③マニュアル等の作成

反映

②モデル自治体における講習会の試行

講習会の実施

④教材提供

参考 支援

全構成自治体

県 講習会実施支援

支援

茨城県・八千代町 茨城県・常総市

栃木県・宇都宮市
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■目 的 ： 近年増加している在留外国人へも、適切な避難行動の理解促進を図る。

■ポイント ： 在留外国人の防災リーダー育成を目的に、避難行動を伝導するキーパーソンとなりうる在留外国人を対象に、

避難体験型のマイ・タイムライン講習会を開催。（全国初の試み）

【鬼怒川・小貝川（上流域及び下流域）大規模氾濫に関する減災対策協議会の取組みの一環として実施】

Ｒ６年10月 茨城県・常総市

■プログラム 【第１部】 マイ・タイムライン作成体験

川が溢れる恐さを知る ⇒ 洪水ハザードマップの見方を学ぶ ⇒ マイ・タイムラインを作成

【第2部】 マイ・タイムラインに基づいた避難体験

市が避難情報を発表 ⇒ 作成したマイ・タイムラインに基づき避難体験スペースへ避難 ⇒ 避難所開設体験

Ｒ７年 2月 栃木県・宇都宮市 ■ 参加者： 在留外国人 １５名 （大人１０名・子ども５名：ベトナム９名、ブラジル３名、中国２名、台湾１名）

■ 参加者： 在留外国人 ５名

□ 約10年前に日本に来たが、避難所について知らなかった。
今回の体験がよい機会となった。

□ 被害が出たときにどこに避難すればいいか分かったので、
友達など周辺の人にも呼びかけたい。

□ 川の水位をライブカメラで確認できることを知ったので活
用したいと思う。

□ ハザードマップを初めて見たので勉強になった。本日作成し
たマイ・タイムラインを家族と相談したいと思う。

□ 小さな子供や介護している親がいるので、早めに避難する。

□ 貴重な体験だった。外国籍の人は避難の概念がない。
□ 多くの外国人は防災に興味がなく、心配しない。
□ 定期的にこのようなイベントがあるとよい。
□ 防災無線、アプリも言葉が難しい。「発令しました」よりも

「逃げてください」の方が外国人には分かりやすい。
□ いろいろな気づきがあった。家族でプランを立てたい。
□ 学校と市が一緒に進めるべき。
□ 言語の壁があるため、今日ここで得た情報を知らない方に、

発信していこうという気持ちになった。
□ 今後、周知する活動をしていきたい。

【参加者の声】

【参加者の声】

【放送】ＮＨＫ宇都宮
2月16日（日）首都圏ニュース６４５
2月17日（月）とちぎ６３０
WEB：
https://www3.nhk.or.jp/shutokenne
ws/20250216/1000114328.html

★ 今後の方向性 ★

減災対策協議会を通じて取組みを広め、より多くの外国人へ理解と普及促進を図る。

⇒ 令和7年度は、実施内容の振り返りやフォローアップを行い、各自治体において

講習会を容易に行えるような、マニュアル等をまとめ、支援を進める。

① 在留外国人へのマイ・タイムライン普及 【令和6年度の取組】

109



対 象 ： 一般住民、減災対策協議会構成自治体の行政職員

実施日時 ： 令和６年７月２９日（月）１４：００～１６：００

開催会場 ： オンライン開催

講 師 ： 一般財団法人河川情報センター 流域情報事業部長 向井正大

参 加 者 ： ３３名

 実施状況

【アンケート結果の概要】

開催チラシ

開会挨拶 講座の様子 講座の様子 参加者の様子

Q. 今回のようなインターネットを使ったオンライン講座で困ったことが
あれば教えて下さい

「困ったことはなかった」と回答した方が約75.0%、「ワークショップ

のように意見交換ができない」と回答した方が約12.5％、「他の

参加者の様子がわからない」が約12.5％、「インターネットの接続

環境が悪かった」が約6.3%と回答している。

【課題と対応策】

課題：オンライン開催だと意見交換できない

対応策：オンラインと対面のハイブリッドで開催することを

検討（事務局・自治体単位で開催）

②-1 マイ・タイムラインリーダー認定講座 （R6年度実施概要）
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対 象 ： マイ・タイムラインリーダー４７５名

実施日時 ： 令和７年１月２５日（土）１０：００～１２：００

開催会場 ： オンライン開催

研修内容 ： ①近年の気象災害の特徴と情報活用（講師：お天気キャスター くぼてんき）

②見えない水害リスクを見える化！～避難行動に役立つ「キキクル」を習得しよう！～

（講師：河川情報センター職員）

参 加 者：４４名

 実施状況

【アンケート結果の概要】

開会挨拶 研修の様子 研修の様子 参加者の様子

Q. 「キキクル（危険度分布）の使い方について」の動画は参考
になりましたか？

「参考になった」と回答した方が約83.3%「どちらとも言えない」が

約16.7%と回答している。「どちらとも言えない」と回答した方の理

由は、「年齢的に操作が難しい」と回答いただいた。

【課題と対応策】

課題：スマートフォンによる操作が不慣れな方がいる

対応策：対面とオンラインのハイブリッドで開催することを

検討

②-2 マイ・タイムラインリーダースキルアップ研修 （R6年度実施概要）
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③ マイ・タイムラインポータルサイトの概要

リーダー向けサイト

■目 的
マイ・タイムライン講座を開催したい団体とマイ・タイム

ライン作成を支援するリーダーを結びつけるサイトです

■できること／分かること
・マイ・タイムライン作成講座の開催日程と詳細を確認
できます

・マイ・タイムライン作成講座へのリーダー参加を申請
できます

・リーダー同士で悩みや意見などを共有できるマイ・タ
イムライン知恵袋を活用できます

一般向けサイト
（https://mytimeline.river.or.jp/）

■目 的
マイ・タイムラインについて知りたい場合に、このサイ

トを閲覧すれば欲しい情報が手に入るマイ・タイムライ
ンに特化したコンテンツが充実した専門のサイトです

■できること／分かること
・マイ・タイムラインとは何かがわかります
・マイ・タイムライン認定制度についてわかります
・マイ・タイムライン作成講座の開催にあたって、リー
ダー派遣を依頼できる申請書を入手できます

・マイ・タイムラインの活動を紹介しています

画
面
イ
メ
ー
ジ

画
面
イ
メ
ー
ジ
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◆ マイ・タイムラインリーダー認定制度改正（2024年6月5日）に伴い、

マイ・タイムラインポータルサイトに「協議会構成自治体向けサイト」を新たに構築

「協議会構成自治体向けサイト」 でできること

◎構成自治体在住の登録済みリーダーの情報が閲覧可能

◎リーダー情報の新規登録・更新が可能 ※構成自治体在住のリーダー情報のみ管理

◎リーダー認定証・認定証カードの発行が可能

リーダー認定証（イメージ） リーダー認定証カード（イメージ）

鬼怒 太郎

③ マイ・タイムラインポータルサイトの概要 ［自治体向けサイト］
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詳細は、参考資料「マイ・タイムラインポータルサイト機能協議会構成自治体向け操作マニュアル」を参照

【協議会構成自治体向けサイト】

リーダー情報管理（画面イメージ） 登録済リーダー情報一覧（画面イメージ）

③ マイ・タイムラインポータルサイトの概要 ［自治体向けサイト］
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水防団等による鬼怒川の被災特性や地域に即した実践的な水防工法の実施、住民の適切な避難行動に結びつく、わかりやすい防災情報
の発信や多様な手法による避難の呼びかけ等、関係機関が連携した救出・救護訓練等、タイムラインに沿った実践的な演習を実施しました。

■ 開催日時 令和7年5月17日（土） 9:30～12:25 ■ 実施場所 鬼怒川左岸78km付近（栃木県宇都宮市道場宿地先）
■ 実施演習 水防工法訓練、自衛水防訓練、避難訓練、情報伝達訓練、救出･救護訓練、氾濫水排除訓練他
■ 参加機関 26機関（約800名）
■ 参 加 者 高橋国土交通副大臣、福田栃木県知事、佐藤宇都宮市長、藤巻水管理・国土保全局長岩﨑関東地方整備局長、

脇全国水防管理団体連合会長、各国大使 ほか約5,000人
■ 解 説 者 群馬大学名誉教授 清水義彦先生(ICHARM 研究・研修指導監）

水防団による訓練
（積み土のう工）

実施した主な演習

■ 水防工法訓練

■ 関係機関との連携による総合的な訓練

開 会 式

開会式では、高橋副大臣、福田栃木県知事、
佐藤宇都宮市長、脇全国水防管理団体連合
会長が挨拶。岩﨑整備局長より水防団体に対
する訓示を行った。

高橋副大臣 福田栃木県知事

自主防災会等による
自衛水防訓練

氾濫水排除訓練

佐藤宇都宮市長 岩﨑整備局長脇全水管会長

在留外国人向け避難体験型
マイタイムライン講習会

Webによる沿川自治体
とのホットライン訓練

水防団による訓練
（月の輪工）

■ 自衛水防訓練

統監部による視察
水防工法訓練

栃木県警察による
孤立者の救助

日本赤十字社による
救護訓練

宇都宮市消防局による水没車両
からの救助訓練

■ 避難訓練

閉会式の様子

高橋副大臣による
各国大使への挨拶

清水先生による解説

訓練のポイント ○鬼怒川の被災特性や地域に即した実践的な水防工法の実施。

○Web会議による河川管理者と沿川自治体（宇都宮市長、上三川町長等）とのホットライン訓練を実施。

○自主防災会、大学生による自衛のための浸水防止対策（簡易水防工法、改良積み土のう）訓練を実施。

○消防、赤十字、警察、自衛隊等の各機関が連携した水難救助訓練を実施。

○ＮＨＫ、読売新聞、下野新聞など、計14社が取材。

藤巻水管理・
国土保全局長

細井栃木県
河川課長

閉 会 式 閉会式では、
藤巻水管理・
国土保全局
長が講評、細
井栃木県河
川課長が閉
会宣言を行っ
た。

④ 第73回 利根川水系連合・総合水防演習 【演習実施概要】
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④ 第73回 利根川水系連合・総合水防演習 【今回の主な取組等】

■ 災害協定会社によるドローンによる現地状況確認 （2社）

１．演習内容
■ 在留外国人向けマイ・タイムライン

講習会 （避難訓練／事前撮影） ■ 在留外国人の演習参加 （10名）

２．広報関係 （１） 事前広報

① 開催告知動画 （YouTube) ② 水防について学ぼう （YouTube）

［水防団、水防活動の重要性をPR］
③ LRT車内モニターに告知動画掲載

（２） 演習実施中

④ リアルタイム映像配信 （YouTube)

（３） 演習実施後

⑤ 会場で、参加者や来場者２７名へインタビューを実施

⇒ 参加した感想など、ジブンゴト化や水防止意識向上をPRする動画を作成 （YouTube）

★当日のYouTube配信 ④

⇒ 視聴回数 2,702回

（第71回 1,503回）

（第70回 1,270回）

★ 各動画とアーカイブ映像は、以下から

https://www.ktr.mlit.go.jp/shimoda
te/shimodate01245.html
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【第７３回利根川水系連合・総合水防演習】
１０年ぶりに鬼怒川で開催されました！

［動画］
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⑤ 常総水害から10年
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⑥
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⑥
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⑦
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⑦

訓練実施率

（４４％）

（３７％）

（３６％）

（４７％）

（４７％）
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⑦
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⑦
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

鬼怒川・小貝川上流域の減災に係る取組方針

平成２８年９月２６日

（令和元年６月６日一部改定）

（令和 3 年２月１９日一部改定）

（令和４年３月１７日一部改定）

鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会 

宇都宮市、小山市、真岡市、矢板市、さくら市、下野市、上三川町、益子町、芳賀町、 

塩谷町、高根沢町、栃木県、日本貨物鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、真岡鐵道株

式会社、野岩鉄道株式会社、気象庁、国土地理院、国土交通省関東地方整備局 
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１．はじめに 

 

  平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川下流部の堤防決壊などにより、氾濫流による

家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が生じた。また、これらに避難の遅れも加わり、近年

の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。 

 

 このような災害を踏まえ、社会資本整備審議会において「河川分科会 大規模氾濫に対する減災の

ための治水対策検討小委員会」が設置され、平成 27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災の

ための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」

が答申された。 

 この答申を受けて、鬼怒川及び小貝川の上流域の関係１０市町（宇都宮市、小山市、真岡市、さ

くら市、下野市、上三川町、益子町、芳賀町、塩谷町、高根沢町）と栃木県、気象庁、国土地理院、

国土交通省関東地方整備局は、平成 28 年 6 月 13 日に「鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する

減災対策協議会」（以下「本協議会」という。）を設立した。また、平成 29 年度より矢板市が協議

会に加わった。 

本協議会では、令和 2 年度までに円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災

対策として各構成員が計画的・一体的に取り組む事項について、積極的かつ建設的に検討を進め、

その結果を平成 28 年 9 月 26 日に、「鬼怒川・小貝川上流域の取組方針」（以下「取組方針」という。）

としてとりまとめた。 

また、平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水害対策

のあり方について」が答申された。この答申で、関係機関の連携によるハード対策の強化に加え、

大規模氾濫減災協議会等を活用し、多くの関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害

にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきである、と

されている。これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画が平成 31 年 1 月

29 日に改定された。このような情勢を踏まえ、本協議会では、これまでの取組方針に対し、緊急行

動計画改定を反映し、令和元年 6 月 6 日に取組方針の一部改定を行った。 

また、令和 2 年度に、日本貨物鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、真岡鐵道株式会社、野岩鉄道

株式会社の鉄道事業者が協議会に加わった。本協議会では、これまでの取組方針に対し、令和 7 年

度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構成員が計

画的・一体的に取り組む事項について、取組方針の一部改定を行った。 

 

引き続き、本協議会の各構成員は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、毎年出水

期前に協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するなどフォローアップを行うこととする。 

 なお、本取組方針は本協議会規約第５条に基づき作成したものである。 
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２．本協議会の構成員 

 

 本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下「構成機関」という。）は、以下のと

おりである。 

 

構成機関 

 

構成員 

 

  宇都宮市 

  小山市 

  真岡市 

 矢板市 

  さくら市 

  下野市 

  上三川町 

  益子町 

  芳賀町 

  塩谷町 

  高根沢町 
  

栃木県 

  日本貨物鉄道株式会社  

東武鉄道株式会社 

真岡鐵道株式会社 

野岩鉄道株式会社 

   

気象庁 

   〃 
 
 国土交通省国土地理院 
 
  国土交通省関東地方整備局 

       〃 

 

 

 

  市   長 

  市  長 

  市  長 

 市  長 

  市  長 

  市  長 

  町  長 

  町  長 

  町  長 

  町  長 

  町  長 
 
 知  事 

安全推進部長 

安全推進部長 

代表取締役社長 

常務取締役 鉄道部長 

  

宇都宮地方気象台長 

 水戸地方気象台長 
 
 関東地方測量部長 
 
 下館河川事務所長 

 鬼怒川ダム統合管理事務所長 
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３．鬼怒川・小貝川の概要と上流域の主な課題

鬼怒川は、その最上流に急峻な山々が連なり、河川勾配が急なため降雨の影響を受けやすいとい

う特徴がある。一方、小貝川流域は平地が多く、河川勾配が緩やかなため、洪水が流れにくいとい

う特徴がある。

昭和 61 年 8 月洪水では、小貝川において計画高水位を大幅に上回る大出水となり、堤防決壊等

により下館市（現筑西市）や石下町（現常総市）において約 40km2が浸水し、浸水家屋は 4,500 戸

に及ぶ甚大な被害が発生した。このため、直轄河川激甚災害対策特別緊急事業により堤防と母子島

遊水地を整備している。

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、鬼怒川流域において台風 18 号及び台風から変わった低気圧

に向って南から湿った空気が流れ込み、9 月 10 日から 11 日にかけて、鬼怒川では、基準地点石井

上流域の流域平均 24 時間雨量が観測史上最も多い 410mm を記録した。また、流量についても平

方地点及び鬼怒川水海道地点において、観測史上最大となった。

 上流域の主な特徴としては、河床勾配が急であり、川幅が非常に広い点があげられ、特徴的な施

設としては霞堤がある。この特徴を踏まえた上で、主な課題を整理すると以下のとおりである。

○水衝部の河岸侵食への対応等が必要なこと。

○破堤等の浸水により鬼怒川に沿った低い土地が広範囲に浸水するほか、塩谷町・さくら市の左

岸側で破堤すると、五行川に沿って流水が広がること。なお、土地に勾配があるため、長期間

の滞留は想定されない。

○非常に広い範囲が浸水することで、孤立者が発生する可能性があること。なお、土地に勾配が

あるため、長期間の滞留は想定されない。

○河川によって分断された飛び地では隣接市への避難の可能性があり、また、鬼怒川と田川に挟

まれた区域では、浸水の状況により隣接市への避難の可能性があること。

○河川周辺の家屋は、氾濫流や河岸侵食により倒壊・流出する可能性があること。

○避難指示等の発令の遅れや、十分な水防活動の実施ができない可能性があること。

○霞堤には遊水効果の他、浸水後の河川への排水効果があり、適切な管理を行う必要があること

○対象の基準観測所が上流側にあるため、降雨後の水位上昇までの時間が短く、その中で確認で

きる限られた情報で、避難指示等の発令の判断をしなくてはいけないこと。
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４．現状の取組状況 

 

  各構成員が現在実施している主な減災に係る取組と課題は、以下のとおりである。 
 
 ① 情報伝達等に関する事項 

※現状：○、課題：●（以下同様） 
 

 
項 目 

 
現状と課題 

 

想定される浸水リスクの

周知 

 

 

 

 

○浸水想定区域図及び堤防が決壊した際の氾濫シミュレーショ

ン結果を下館河川事務所ホームページ等で公表している。 

○マイ・タイムライン作成講座など、浸水リスク等を認識して

いただけるような取り組みを実施している。 

○地域住民による防災意識向上のため、「自然災害伝承碑」の情

報を国土地理院ホームページに公表している。 

○洪水防災に関わる情報を、生活空間である町の中に標識とし

て表示し、まちを立体的なハザードマップとして見立ててい

く「まるごとまちごとハザードマップ」を整備している。 

○浸水リスクの周知方法として「ハザードマップポータルサイ

ト」を公開している。 

●浸水想定区域図等が浸水リスクとしてまだ十分に認識されて

いない。 

 

 

洪水時における河川水位

等の情報提供等の内容に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河川水位の動向に応じて、住民避難等に資する「洪水予報」（国

土交通省・気象庁共同発表）を自治体向けに通知するととも

に、直轄管理区間に決壊、溢水等の重大災害が発生する恐れ

がある場合には、下館河川事務所長から関係自治体首長に対

して情報伝達（ホットライン）をしている。 

○緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を行っ

ている。 

○危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラを整備し、配信し

ている。 

○水位等の情報を「川の防災情報、SNS、NHK データ放送、ヤフ

ー」など複数の手段により提供している。 

○大雨特別警報の警報への切替時に「洪水への警戒呼びかけ」

の改善として今後の洪水の見込みについての情報発表を行う

こととしている。 

○指定河川洪水予報の発表演習を定期的に実施している。 
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●様々な手段により水位等の情報を提供しているが、適切な避

難行動に結びつけるためには、継続的な取り組みが必要であ

る。 

 

避難指示等の発令につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示等の発令に関する内容を地域防災計画に記載し、そ

の内容に基づき発令している。 

○国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報の発表や水位観測

所の水位情報を参考に、避難指示等の発令を行っている。 

○自治体において、避難指示の発令に着目したタイムラインの

作成をしており、実際の出水や訓練等で活用し、必要に応じ

て見直しを実施している。 

●基本的には、対象の基準水位観測所の水位により避難指示等

の発令の数値基準が決まっているが、数値基準以外にも様々

な要因を総合的に判断しなければいけないこともあり、洪水

時には、時間的に余裕のない中で適切な判断が求められてい

る。 

●夜間や早朝における避難指示等の発令がされた場合、円滑か

つ迅速な避難ができない恐れがある。 

●早め（明るいうち）の避難指示等の発令を判断するために、

より先のより精度の高い気象予報情報の入手が必要である。

●洪水予報の発表を受け、避難指示等の発令を行っているが、

水位の上昇が早いため、短時間の中で限られた情報の確認の

みで、避難指示等の発令を判断しなければいけない。 

 

 

避難場所、避難経路につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

○避難場所として公共施設等を指定し、水害ハザードマップ等

で周知している。 

○マイ・タイムラインによる自分の逃げ方計画を作成している。

●避難経路が水害ハザードマップには記載されていない。 

●避難場所、避難経路が大規模氾濫により浸水する場合には、

住民の避難が適切にできないことが懸念される。 

●新型コロナウイルス等による感染症対策として、避難所の収

容人数の制限や感染症対策を講じた運営などの対応が必要で

ある。 

●堤防が決壊した場合等の想定される浸水域、浸水深などの避

難に関する情報は水害ハザードマップ等で周知しているが、

住民にはまだ十分に認知されていない。 

 

 

住民等への情報伝達の方

 

○水位等の情報を「川の防災情報、SNS、NHK データ放送、ヤフ
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法について 

 

 

 

 

 

ー」など複数の手段により伝達している。 

○避難情報を防災無線、広報車、SNS など複数の手段により伝達

している。 

○暴風雨時でも、屋内にて確実に情報提供が可能な戸別受信機

（防災ラジオ）を導入し、配付をすすめている地域がある。

●旅行者や外国人、通信機器がない世帯、高齢者などの一部の

住民には伝わっていない。 

●風雨などの騒音等により聞き取りが困難となることが懸念さ

れる。 

 

避難誘導体制について 

 

 

 

 

 

○避難誘導は、職員、警察、消防、水防団（消防団）が実施し

ている。 

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成を進めている。 

●職員、警察、消防、水防団（消防団）それぞれの役割が明確

になっていない。 

●住民自らが適切な避難行動を行い、逃げ遅れを無くすための

取り組みが必要である。 

●要配慮者利用施設の避難確保計画作成を進めているが、今後、

計画を作成した施設に対する避難訓練の支援が必要である。

●広範囲の浸水により広域避難が必要となった場合、隣接市町

間の避難誘導体制など、自治体間の連携が必要である。 
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 ② 水防に関する事項 

 

項 目 

 

現状○と課題● 

 

河川水位等に係る情報の

提供について 

 

 

 

 

○国土交通省では、直轄河川における基準水位観測所の水位に

即して「水防警報」を発令している。 

○出水期前に、国、県、市町、水防団（消防団）、地域住民等と

重要水防箇所の共同点検を実施している。 

●共同点検等を実施しているが、優先的に水防活動を実施すべ

き箇所の特定・共有に向けて継続的に取り組んでいく必要が

ある。 

水防活動の実施体制につ

いて 

 

 

 

 

○河川巡視等の水防活動を行う水防団員（消防団員）が避難誘

導等の任務も担っている。 

●水防団員が減少・高齢化等により巡視員の人員確保や二次災

害防止の検討が必要である 

●夜間の巡視の際、目視確認が難しく、安全確保も必要になる。

水防資機材の整備状況に

ついて 

 

 

 

 

○土嚢袋やロープ、ブルーシート等を庁舎、水防倉庫、消防署

などに用意している。 

○迅速化、省力化を図るため、新技術を活用した水防資機材等

の整備を進めている。 

○大規模災害等の発生時に国土交通省から被災自治体へリエゾ

ン（災害対策現地情報連絡員）を派遣し、災害情報等の情報

収集、災害対策の支援等を行っている。 

自治体庁舎、災害拠点病院

等の水害時における対応

について 

 

 

 

 

 

 

 

○自治体庁舎の浸水対策や自家発電装置の耐水化等を実施して

いる。 

○大規模水害時に浸水等による機能の低下・停止を最小限にと

どめるために業務継続計画（BCP）を作成している。 

●大規模な水害時には、庁舎や災害拠点病院等が浸水し、機能

が低下・停止する場合がある。 

●庁舎や災害拠点病院等では、避難した住民を受け入れること

等により、本来実施すべき事務等に支障をきたすことが懸念

される。 
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③ 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

項 目 現状○と課題●

排水施設、排水資機材の操

作・運用について

○出水時の樋門等の操作は、操作規則を定めて開閉等を実施し

ている。

○浸水後の排水を河川へ自然に引き込むことが可能な施設とし

て霞堤がある。

○大規模氾濫を想定した緊急排水計画を作成している。

○排水施設等に関わる情報等の連絡体制が確立している。

○大規模出水時等における排水機場等の操作に関する情報が共

有され、連絡体制が確立している。

●HP や SNS にて霞堤の特徴、役割を周知しているが、霞堤の管

理において機能・効果の啓発不足等の可能性がある。

ダム等の危機管理型の運

用について

○洪水被害の発生につながるような豪雨が予測される場合に、

利水容量の一部を事前に放流することで洪水調節容量を実質

的に増やして洪水に備える事前放流を実施することとしてい

る。

●洪水調節容量を効果的に活用するための検討や、さらなる柔

軟な対応が求められる。

④ 河川管理施設の整備に関する事項

項 目 現状○と課題●

堤防等河川管理施設の現

状の整備状況

○上流域は河床勾配が急であり、水衝部において河岸侵食が発

生するため、護岸整備等の対策を実施してきた。

●引き続き、水衝部対策としての護岸整備や根固め設置等を推

し進める必要がある。
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５．減災のための目標 
 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策

を実施することで、各構成員が連携して令和 7 年度までに達成すべき減災目標は以下のとお

りとした。 

【５年間で達成すべき目標】 

 

 鬼怒川・小貝川の大規模水害に対し、｢逃げ遅れゼロ｣、｢社会

経済被害の最小化｣を目指す。 

 ※ 大規模水害・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 
 ※ 逃げ遅れ・・・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態 
 ※ 社会経済被害の最小化・・・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態

 

 

上記目標の達成に向け、鬼怒川や小貝川においてハード対策を順次実施することに加え、以下

の項目を３本柱とした取組を実施する。 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための氾濫水の早期排水を促す

既存施設の活用等の取組 
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６．概ね５年で実施する取組 

   氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構

築することを目的に、これまで実施した内容に加えて、各構成員が取り組む主な内容は次のと

おりである。 

 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、

以下のとおりである。 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 ・護岸整備（河岸侵食対策）等 

 

順次実施 

 

関東地整 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把

握・伝達するための基盤の整備 

 ・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備 

  

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備（新

技術活用も含め）及び適切な管理 

  

・簡易水位計や簡易型河川監視カメラ等の設置 

 

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の

整備及び自家発電装置等の耐水化 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

関東地整 

 

１１市町 

 

１１市町 

栃木県 

関東地整 

関東地整 

 

２市町 

 

 

 

   ２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、

以下のとおりである。 

 

  ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等   

11



・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫

シミュレーション（鬼怒川・小貝川）の公表

  ・ハザードマップの作成・周知 

  ・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）

や効果的なまるごとまちごとハザードマップの検

討・周知

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

・ハザードマップポータルサイトを活用した周知サポ

ート、地図情報の活用

H28 年度 

H29 年度から 

順次実施

H29 年度から 

順次実施

H28 年度から 

順次実施

H28 年度から 

順次実施

関東地整

７市町

協議会全体

９市町

国土地理院

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

・短時間判断等の上流域の特徴を考慮したタイムライ

ンの更新及び実践的な訓練の検討

・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の

現象」等の改善（水害時の情報入手のしやすさをサ

ポート）

H28 年度から 

順次実施

H29 年度から 

順次実施

協議会全体

気象庁

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置

・水防災に関する説明会の開催

・水害記録の伝承

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員への

サポート

H28 年度から 

順次実施

H28 年度から 

順次実施

R2 年度から 

順次実施

H28 年度から 

順次実施

１１市町

栃木県

気象庁

国土地理院

関東地整

協議会全体

協議会全体

協議会全体
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・出前講座等を活用した講習会の実施 

 

 

 

 ・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供

 

・水害リスクラインによる水位情報の提供 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

R2 年度から 

順次実施 

栃木県 

気象庁 

国土地理院 

関東地整 

関東地整 

 

関東地整 

 

関東地整 

■共助の仕組み強化のための取組 

 

 ・防災部局だけでなく高齢者福祉部局についても、協

議会への参加や協議会に関する情報共有を実施 

 

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防

災関連のパンフレット等を設置 

 

 ・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した

水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた

取組の実施 

 

 

R 元年度から順

次実施 

R 元年度から順

次実施 

R 元年度から順

次実施 

 

 

 

１１市町 

 

 

１１市町 

 

 

協議会全体 

■災害を我がことと考えるための取組 

 ・ハザードマップの訓練等への活用 

 

・マイ・タイムライン作成講座の実施 

 

 ・地域の防災リーダーの育成 

 

 ・水防災意識強化週間における集中的な水防災に関す

る普及・啓発活動の実施 

 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

 

１１市町 

 

１１市町 

 

１１市町 

 

協議会全体 

 

  ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
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■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化 

 ・水防団等への連絡体制の再確認 

 

 ・水防団同士の連絡体制の確保 

 

 

 ・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高

い区間の共同点検 

 

 

  

・関係機関が連携した実働水防訓練の検討・実施 

 

  

 

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定

を促進 

  

・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 

  

・自主防災組織の促進及び支援等の検討 

 

 

 

■既設ダムの危機管理型運用方法の確立 

 ・既存ダムの機能を最大限活用する運用方法の検討等

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

 

引き続き実施 

 

 

 

引き続き実施 

 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

 

H28 年度から 

順次実施 

 

１１市町 

 

１１市町 

 

 

９市町 

栃木県 

気象庁 

関東地整 

 

１１市町 

栃木県 

気象庁 

関東地整 

１１市町 

 

 

１１市町 

 

１１市町 

栃木県 

気象庁 

関東地整 

 

関東地整 

 

  ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための氾濫水の早期排水を促す既存

施設の活用等の取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■既存施設の活用を含めた緊急排水計画（案）の作成及

び既存施設の管理方法の検討 
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・排水機場・樋門・水門等の情報共有、霞堤の排水機

能を踏まえた排水の検討等を行い、大規模水害を

想定した緊急排水計画（案）を作成

・霞堤の適切な管理のための機能・効果の啓発活動の

検討・周知

H29 年度から 

順次実施

H29 年度から 

順次実施

協議会全体

８市町

栃木県

気象庁

国土地理院

関東地整

７．フォローアップ

 各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等に

反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて取組方針を見

直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフ

ォローアップを行うこととする。

 なお、減災対策協議会は全国で実施されているため、今後、その他の協議会の取組方針の内容や

技術開発の動向等を収集したうえで、随時取組方針を見直すこととする。
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

 鬼怒川・小貝川下流域の減災に係る取組方針

平成２８年５月１１日

（令和元年５月３０日一部改定）

（令和 3 年２月１９日一部改定）

（令和４年３月１７日一部改定）

鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会 

古河市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、 

坂東市、つくばみらい市、八千代町、利根町、茨城県、東日本旅客鉄道株式会社、関東

鉄道株式会社、真岡鐵道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、気象庁、国土地理院、 

国土交通省関東地方整備局 
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１．はじめに 

 

  平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川下流部の堤防決壊などにより、氾濫流による

家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が生じた。また、これらに避難の遅れも加わり、近年

の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。 
  

 このような災害を繰り返さないために、鬼怒川及び昭和 61 年に堤防決壊被害を受けた小貝川下

流域の沿川１０市町（結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、

つくばみらい市、八千代町）と茨城県、気象庁、国土地理院、国土交通省関東地方整備局は、「水防

災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、平成 28 年 2 月 17 日に「鬼怒川・小貝川下流域大規模氾

濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」という。）を設立した。また、平成 29 年度より、

古河市、坂東市、利根町が協議会に加わった。 

本協議会では、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害における災害対応の状況とその課題を踏まえ、

令和 2 年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構

成員が計画的・一体的に取り組む事項について、積極的かつ建設的に検討を進め、その結果を平成

28 年 5 月 11 日に、「鬼怒川・小貝川下流域の取組方針」（以下「取組方針」という。）としてとりま

とめた。 

また、平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水害対策

のあり方について」が答申された。この答申で、関係機関の連携によるハード対策の強化に加え、

大規模氾濫減災協議会等を活用し、多くの関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害

にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきである、と

されている。これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画が平成 31 年 1 月

29 日に改定された。このような情勢を踏まえ、本協議会では、これまでの取組方針に対し、緊急行

動計画改定を反映し、令和元年 5 月 30 日に取組方針の一部改定を行った。 

また、令和 2 年度に、東日本旅客鉄道株式会社、関東鉄道株式会社、真岡鐵道株式会社、首都圏

新都市鉄道株式会社の鉄道事業者が協議会に加わった。本協議会では、これまでの取組方針に対し、

令和 7 年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構

成員が計画的・一体的に取り組む事項について、取組方針の一部改定を行った。 

  

 引き続き、本協議会の各構成員は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、毎年出水

期前に協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するなどフォローアップを行うこととする。 

 なお、本取組方針は本協議会規約第５条に基づき作成したものである。 
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２．本協議会の構成員 

 

 本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下「構成機関」という。）は、以下のと

おりである。 

 

構成機関 

 

構成員 

 

古 河 市 

結 城 市 

  龍 ケ 崎 市 

  下 妻 市 

  常 総 市 

  取 手 市 

  つ く ば 市 

  守 谷 市 

  筑 西 市 

  坂 東 市 

  つくばみらい市 

  八 千 代 町 

  利 根 町 
  

茨 城 県 

    〃 

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 

関東鉄道株式会社 

真岡鐵道株式会社 

首都圏新都市鉄道株式会社 
 
  気 象 庁 

    〃 
 
 国土地理院 
 
  国土交通省関東地方整備局 

        

 

 

  市  長 

市  長 

  市  長 

  市  長 

  市  長 

  市  長 

  市  長 

  市  長 

  市  長 

 市  長 

  市  長 

  町  長 

 町  長 
 
 防災・危機管理部防災・危機管理課長

 土木部河川課長 

執行役員 水戸支社長 

鉄道部 常務取締役 

代表取締役社長 

安全総括部長 
 
 宇都宮地方気象台長 

 水戸地方気象台長 
 
 関東地方測量部長 
 
 下館河川事務所長 
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３．鬼怒川・小貝川の概要と主な課題 

 

  鬼怒川は、その上流に急峻な山々が連なり、河川勾配が急なため降雨の影響を受けやすいという

特徴がある。一方、小貝川流域は平地が多く、河川勾配が緩やかなため、洪水が流れにくいという

特徴がある。 
 

 昭和 61 年 8 月洪水では、小貝川において計画高水位を大幅に上回る大出水となり、堤防決壊等

により下館市（現筑西市）や石下町（現常総市）において約 40km2が浸水し、浸水家屋は 4,500 戸

に及ぶ甚大な被害が発生した。このため、直轄河川激甚災害特別緊急事業により堤防と母子島遊水

地を整備している。 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、鬼怒川流域において台風 18 号及び台風から変わった低気圧

に向って南から湿った空気が流れ込み、9 月 9 日から 10 日にかけて、鬼怒川では、基準地点石井上

流域の流域平均 24 時間雨量が観測史上最も多い 410mm を記録した。また、流量についても平方

地点及び鬼怒川水海道地点において、観測史上最大となった。 
 

  この洪水により、常総市三坂町地先において堤防から越水した後に決壊し、堤防近傍の多くの家

屋が倒壊・流失したほか、同市若宮戸地先等で溢水が発生し、常総市においては市の約三分の一に

相当する約 40km2が浸水した。 
 

 さらに、避難の遅れ等により多くの住民が孤立し、約 4,300 人が救助される事態となった。 
 

 また、浸水の影響等により常総市内の避難場所への避難が困難となったことから、緊急的に隣接

市と調整を行い、避難者の半数以上が市外の避難場所へ避難することとなった。 
 

 一方、水防活動は各地で実施されたが、多くの箇所で漏水・溢水・内水氾濫が生じたことに加え、

水防活動の担い手である消防団が避難の呼び掛けや誘導等も実施する必要があったことから、必ず

しも全ての箇所で土のう積み等の水防活動ができたわけではなかった。 
 

 また、浸水域の排水は、堤防決壊直後から全国から集まった最大 51 台の排水ポンプ車等により

24 時間体制で行われたが、浸水域が広範囲に及んだことから宅地及び公共施設の浸水を解消するま

でに 10 日間を要した。 
 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨によって発生した鬼怒川での水害の主な課題は、以下のとおりで

ある。 

 

 ○多くの住宅地を含む広範囲が長時間にわたり浸水したこと 

 ○堤防決壊に伴い発生した氾濫流により、堤防近傍の多くの家屋が倒壊・流失したこと 

 ○避難指示等の発令が遅れたこと 
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 ○近年の洪水氾濫では類を見ないほどの多数の孤立者が発生したこと 

 ○土のう積み等の水防活動が必ずしも十分に実施できなかったこと 

 ○緊急的な調整により設置された市外の避難場所に、避難者の半数以上が避難したこと 

 

 

４．『鬼怒川緊急対策プロジェクト』 
 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨において、被害の大きかった鬼怒川下流域（茨城県区間）の沿川

の 7 市町（結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、つくばみらい市、八千代町）及び茨城県、

国土交通省関東地方整備局が主体となり、ハード対策とソフト対策が一体となった緊急的な治水対

策を『鬼怒川緊急対策プロジェクト』として実施。 
 

 『鬼怒川緊急対策プロジェクト』では、 

① ハード対策として、再度災害防止を目的に、決壊した堤防の本格的な復旧、高さや幅が足り

ない堤防の整備（嵩上げや拡幅）、洪水時の水位を下げるための河道掘削などを平成 27 年度

から令和 2 年度まで緊急的・集中的に実施。 

 ②ソフト対策として、タイムラインの整備とこれに基づく訓練の実施、地域住民等も参加する洪

水に対しリスクが高い区間の共同点検の実施、広域避難に関する仕組みづくりなどに速やかに

着手し、継続的に取り組む。 
 

 これによって、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨と同規模の豪雨に対し、再度災害防止を図るとと

もに、施設の能力を上回る洪水等による氾濫が発生することを前提として、鬼怒川緊急対策プロジ

ェクトのハード対策完了後も引き続き、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」の再構築

を目指す。 
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５．現状の取組状況 

 

   平成 27 年 9 月関東・東北豪雨において、多数の孤立者が発生する要因の一つとなった避難指

示等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、また土のう積み等の水防活動が

十分に出来なかったことは、これまでの水害対策に課題があることを浮き彫りにした。 

本協議会では、このような認識のもと、各構成員における洪水時の情報伝達や水防に関する事

項等について現状及び課題を抽出した結果を以下に示す。  

① 情報伝達等に関する事項 

※現状：○、課題：●（以下同様） 

 
項 目 

 
現状と課題 

 

想定される浸水リスクの

周知 

 

 

 

 

 

○浸水想定区域図及び堤防が決壊した際の氾濫シミュレーショ

ン結果を下館河川事務所ホームページ等で公表している。 

○マイ・タイムライン作成講座など、浸水リスク等を認識して

いただけるような取り組みを実施している。 

○地域住民による防災意識向上のため、「自然災害伝承碑」の情

報を国土地理院ホームページに公表している。 

○洪水防災に関わる情報を、生活空間である町の中に標識とし

て表示し、まちを立体的なハザードマップとして見立ててい

く「まるごとまちごとハザードマップ」を整備している。 

○浸水リスクの周知方法として「ハザードマップポータルサイ

ト」を公開している。 

○想定最大外力に基づいた洪水を対象に、広域避難計画を反映

したハザードマップを整備し、住民に配布等している。 

●浸水想定区域図等が浸水リスクとしてまだ十分に認識されて

いない。 

 

 

洪水時における河川水位

等の情報提供等の内容に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河川水位の動向に応じて、住民避難等に資する「洪水予報」（国

土交通省・気象庁共同発表）を自治体向けに通知するととも

に、直轄管理区間に決壊、溢水等の重大災害が発生する恐れ

がある場合には、下館河川事務所長から関係自治体首長に対

して情報伝達（ホットライン）をしている。 

○緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を行っ

ている。 

○危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラを整備し、配信し

ている。 

○水位等の情報を「川の防災情報、SNS、NHK データ放送、ヤフ
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ー」など複数の手段により提供している。 

○大雨特別警報の警報への切替時に「洪水への警戒呼びかけ」

の改善として今後の洪水の見込みについての情報発表を行う

こととしている。 

○指定河川洪水予報の発表演習を定期的に実施している。 

●様々な手段により水位等の情報を提供しているが、適切な避

難行動に結びつけるためには、継続的な取り組みが必要であ

る。 

 

避難指示等の発令につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示等の発令に関する内容を地域防災計画に記載し、そ

の内容に基づき発令している。 

○国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報の発表や水位観測

所の水位情報を参考に、避難指示等の発令を行っている。 

○自治体において、避難指示の発令に着目したタイムラインの

作成をしており、実際の出水や訓練等で活用し、必要に応じ

て見直しを実施している。 

●基本的には、対象の基準水位観測所の水位により避難指示等

の発令の数値基準が決まっているが、数値基準以外にも様々

な要因を総合的に判断しなければいけないこともあり、洪水

時には、時間的に余裕のない中で適切な判断が求められてい

る。 

●夜間や早朝における避難指示等の発令がされた場合、円滑か

つ迅速な避難ができない恐れがある。 

●早め（明るいうち）の避難指示等の発令を判断するために、

より先のより精度の高い気象予報情報の入手が必要である。

●基準水位観測所の受け持ち区間を対象に避難指示等を発令す

ると、避難対象地域が必要以上に広範囲となる傾向があるた

め、住民の避難行動には結びついていない。 

 

 

避難場所、避難経路につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難場所として公共施設等を指定し、水害ハザードマップ等

で周知している。 

○マイ・タイムラインによる自分の逃げ方計画を作成している。

○大規模水害に関する広域避難計画を策定し、１３市町で協定

を締結している。 

●避難経路が水害ハザードマップには記載されていない。 

●避難場所、避難経路が大規模氾濫により浸水する場合には、

住民の避難が適切にできないことが懸念される。 

●新型コロナウイルス等による感染症対策として、避難所の収

容人数の制限や感染症対策を講じた運営などの対応が必要で
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ある。 

●堤防が決壊した場合等の想定される浸水域、浸水深などの避

難に関する情報は水害ハザードマップ等で周知しているが、

住民にはまだ十分に認知されていない。 

 

 

住民等への情報伝達の方

法について 

 

 

 

 

 

 

○水位等の情報を「川の防災情報、SNS、NHK データ放送、ヤフ

ー」など複数の手段により伝達している。 

○避難情報を防災無線、広報車、SNS、防災アプリなど複数の手

段により伝達している。 

○暴風雨時でも、屋内にて確実に情報提供が可能な戸別受信機

（防災ラジオ）を導入し、配付をすすめている地域がある。

●旅行者や外国人、通信機器がない世帯、高齢者など一部の住

民には伝わっていない。 

●風雨などの騒音等により聞き取りが困難となることが懸念さ

れる。 

 

避難誘導体制について 

 

 

 

 

○避難誘導は、職員、警察、水防団員（消防団員）が実施して

いる。 

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成を進めている。 

○大規模水害に関する広域避難計画を策定し、１３市町で協定

を締結している。 

●住民自らが適切な避難行動を行い、逃げ遅れを無くすための

取り組みが必要である。 

●職員、警察、水防団員（消防団員）それぞれの役割が明確に

なっていない。 

●要配慮者利用施設の避難確保計画作成を進めているが、今後、

計画を作成した施設に対する避難訓練の支援が必要である。

●広範囲の浸水により広域避難が必要となった場合、隣接市町

間の避難誘導体制など、自治体間の連携が必要である。 
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② 水防に関する事項 

 
項 目 

 
現状○と課題● 

 

河川水位等に係る情報の

提供について 

 

 

 

 

○国土交通省では、直轄河川における基準水位観測所の水位に即

して「水防警報」を発令している。 

○出水期前に、国、県、市町、水防団（消防団）、地域住民等と

重要水防箇所の共同点検を実施している。 

●共同点検等を実施しているが、優先的に水防活動を実施すべき

箇所の特定・共有に向けて継続的に取り組んでいく必要があ

る。 

水防活動の実施体制につ

いて 

 

 

 

 

 

 

○河川巡視等の水防活動を行う水防団（消防団）が避難誘導等の

任務も担っている。 

●水防団員が減少・高齢化等している中でそれぞれの受け持ち区

間全てを回りきれないことや、定時巡回ができない状況にあ

る。 

●水防活動を担う水防団員（消防団員）は、水防活動に関する専

門的な知見等を習得する機会が少なく、的確な水防活動がで

きないことが懸念される。 

水防資機材の整備状況に

ついて 

 

 

 

 

○土嚢袋やロープ、ブルーシート等を庁舎、水防倉庫、消防署な

どに用意している。 

○迅速化、省力化を図るため、新技術を活用した水防資機材等の

整備を進めている。 

○大規模災害等の発生時に国土交通省から被災自治体へリエゾ

ン（災害対策現地情報連絡員）を派遣し、災害情報等の情報

収集、災害対策の支援等を行っている。 

自治体庁舎、災害拠点病院

等の水害時における対応

について 

 

 

 

 

 

 

 

○自治体庁舎の浸水対策や自家発電装置の耐水化等を実施して

いる。 

○大規模水害時に浸水等による機能の低下・停止を最小限にとど

めるために業務継続計画（BCP）を作成している。 

●大規模な水害時には、庁舎や災害拠点病院等が浸水し、機能が

低下・停止する場合がある。 

●庁舎や災害拠点病院等では、避難した住民を受け入れること等

により、本来実施すべき事務等に支障をきたすことが懸念さ

れる。 
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 ③ 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

 
項 目 

 
現状○と課題● 

 

排水施設、排水資機材の操

作・運用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出水時の樋門等の操作は、操作規則を定めて開閉等を実施して

いる。 

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定

期的な保守点検を行うとともに、機材を扱う職員等への教育

体制も確保し、常時、災害発生に対応した出動体制を確保し

ている。 

○大規模氾濫を想定した緊急排水計画を作成している。 

○排水施設等に関わる情報等の連絡体制が確立している。 

○大規模出水時等における排水機場等の操作に関する情報が共

有され、連絡体制が確立している。 

 

ダム等の危機管理型の運

用について 

 

 

 

 

 

○洪水被害の発生につながるような豪雨が予測される場合に、利

水容量の一部を事前に放流することで洪水調節容量を実質的

に増やして洪水に備える事前放流を実施することとしてい

る。 

●洪水調節容量を効果的に活用するための検討や、さらなる柔軟

な対応が求められる。 

 

 
 ④ 河川管理施設の整備に関する事項 

 
項 目 

 
現状○と課題● 

 

堤防等河川管理施設の現

状の整備状況 

 

 

○計画に対し堤防断面や河道断面が不足している区間の整備を

行ってきている。 
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６．減災のための目標 
 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対

策を実施することで、各構成員が連携して令和 7 年度までに達成すべき減災目標は以下の

とおりとした。 

【５年間で達成すべき目標】 

 

 鬼怒川・小貝川の大規模水害に対し、｢逃げ遅れゼロ｣、｢社会

経済被害の最小化｣を目指す。 

 ※ 大規模水害・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 
 ※ 逃げ遅れ・・・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態 
 ※ 社会経済被害の最小化・・・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態 
 

 

上記目標の達成に向け、洪水を河川内で安全に流すハード対策に加え、鬼怒川・小貝川にお

いて、以下の項目を３本柱とした取組を実施する。 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組 

11



 

７．概ね５年で実施する取組 

   氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再

構築することを目的に、これまで実施した内容に加えて、各構成員が取り組む主な内容は次

のとおりである。 

 

    １）ハード対策の主な取組 

   各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、

以下のとおりである。 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

＜鬼怒川＞ 

 ・決壊箇所の堤防整備 

 ・溢水箇所の堤防整備 

 ・漏水箇所の堤防整備 

 ・その他区間の堤防整備（大形橋より上流） 

 ・その他区間の堤防整備（大形橋より下流） 

 ・洪水時の危険性に関する緊急対策（河道掘削・樹木

伐採） 

 ・堤防決壊時の危険性に関する緊急対策（堤防強化対

策） 

 

＜小貝川＞ 

 ・堤防整備等 

 

＜八間堀川＞ 

 ・八間堀川の河川改修 

 

 

H28.6 末 

H30 年度 

H28 年度 

H32 年度 

H30 年度 

H30 年度から順

次実施 

H30 年度から順

次実施 

 

 

順次実施 

 

 

H29 年度 

 

 

関東地整 

関東地整 

関東地整 

関東地整 

関東地整 

関東地整 

 

関東地整 

 

 

 

関東地整 

 

 

茨城県 

■危機管理型ハード対策 

＜小貝川＞ 

 ・天端の保護 

 ・裏法尻の補強 

 

 

H29 年度から 

順次実施 

 

 

関東地整 

関東地整 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

 ・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把 

握・伝達するための基盤の整備 

 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布 

  

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

関東地整 

 

１３市町 
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・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資

機材等の配備 

 

  

・簡易水位計や量水標、簡易型河川監視カメラの設置

  

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の

整備及び自家発電装置等の耐水化 

 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

関東地整 

茨城県 

１２市町 

 

関東地整 

茨城県 

４市町 

 

 

   ２）ソフト対策の主な取組 

   各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、

以下のとおりである。 

 

  ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・ 周知等 

  ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫

シミュレーション（鬼怒川・小貝川・八間堀川）の

公表 

 

 ・広域避難計画の策定 

  ・広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知 

   

  

・まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充 

   

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

  

・ハザードマップポータルサイトを活用した周知サポ

ート、地図情報の活用 

 

 

H28 年度 

H29 年度 

 

 

H29 年度 

H30 年度から 

順次実施 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

関東地整 

茨城県 

 

 

協議会全体 

１３市町 

 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

国土地理院 

 

 

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成 

 ・避難指示の発令に着目したタイムラインの作成 

  

 

H28.5 から 

順次実施 

 

１３市町 

 

13



 

・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓

  練 

 ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の

現象」等の改善（水害時の情報入手のしやすさを

サポート） 

H28 年度から 

定期的に実施 

H29 年度から 

順次実施 

 

協議会全体 

 

気象庁 

 

 

■防災教育や防災知識の普及 

 ・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 

  

・水防災に関する説明会の開催 

 

 ・水害記録の伝承 

 

 

・教員を対象とした講習会の実施 

 

 ・小学生を対象とした防災教育の実施 

 

 

 ・出前講座等を活用した講習会の実施 

 

 

 

 ・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 

 

 ・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供

 

・水害リスクラインによる水位情報の提供 

 

H28.6 から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

 

H29 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

 

H28 年度から 

順次実施 

 

 

H28 年度から 

順次実施 

H28 年度から 

順次実施 

R2 年度から 

順次実施 

 

協議会全体 

 

協議会全体 

 

協議会全体 

 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

 

関東地整 

気象庁 

茨城県 

 

関東地整 

 

関東地整 

 

関東地整 

■共助の仕組み強化のための取組 

 

 ・防災部局だけでなく高齢者福祉部局についても、協

議会への参加や協議会に関する情報共有を実施 

 

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や防

災関連のパンフレット等を設置 

 

 

R 元年度から順

次実施 

R 元年度から順

次実施 

R 元年度から順

 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

協議会全体 
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・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した

水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた

取組の実施 

次実施 

 

■災害を我がことと考えるための取組 

 ・ハザードマップの訓練等への活用 

 

・マイ・タイムライン作成講座の実施 

 

 ・地域の防災リーダーの育成 

 

 ・水防災意識強化週間における集中的な水防災に関す

る普及・啓発活動の実施 

 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

R 元年度から 

順次実施 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

協議会全体 

 

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化 

 ・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 

  

・水防団同士の連絡体制の確保 

 

 ・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高

い区間の共同点検 

 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 

 

 ・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定

  を促進 

 ・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 

 

 

 

H28 年度から 

定期的に実施 

H28 年度から 

定期的に実施 

H28 年度から 

定期的に実施 

引き続き定期的

に実施 

引き続き実施 

 

H29 年度から 

順次実施 

 

 

１３市町 

 

１３市町 

 

関東地整 

１３市町 

関東地整 

１３市町 

１３市町 

 

１３市町 

 

 

 

  ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
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■緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の

自然勾配を踏まえた排水の検討等を行い、大規模水

害を想定した緊急排水計画（案）を作成

・緊急排水計画（案）に基づく排水訓練の実施

H28 年度から 

順次実施

協議会全体

８．フォローアップ

 各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等

に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて取組方針を

見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的

なフォローアップを行うこととする。

なお、減災対策協議会は全国で実施されているため、今後、その他の協議会の取組方針の内容

や技術開発の動向等を収集したうえで、随時取組方針を見直すこととする。

16


	01_【資料1】鬼怒川・小貝川上流域減災対策協議会規約_250620更新
	21_【資料2-1_1】取り組みの工夫_250604
	02_【資料2-1_1】取り組みの工夫_250604

	22_【資料2-2_1】R6年度の取組状況および今後実施する取組（上流域）_250623
	31_【資料3】 減災に関する取組方針の改定
	41_【資料4】 情報提供等①～⑦ 
	32-1_【資料4】 情報提供等①～⑤ 
	32-2_【資料4】 情報提供等⑥～⑦（水災害対策Cーからの情報提供）


